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第３５回あわら市議会定例会議事日程 

 

第 １ 日 
平成２０年１２月２日（火） 
午前９時３０分開議 

 

１．開会の宣告 

１．市長招集あいさつ 

１．開議の宣告 

１．諸般の報告 

１．行政報告 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 議案第６７号 平成１9年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定 

について 

日程第 ４ 議案第６８号 平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出 

決算の認定について 

日程第 ５ 議案第６９号 平成１９年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算 

             の認定について 

日程第 ６ 議案第７０号 平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出 

決算の認定について 

日程第 ７ 議案第７１号 平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入 

             歳出決算の認定について 

日程第 ８ 議案第７２号 平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計歳入

歳出決算の認定について 

日程第 ９ 議案第７３号 平成１９年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定 

について 

日程第１０ 議案第７４号 平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定について 

日程第１１ 議案第７５号 平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定 

について 

日程第１２ 議案第７６号 平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算 

の認定について 

日程第１３ 議案第７７号 平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算による 

剰余金の処分について  

日程第１４ 議案第９１号 平成２０年度あわら市一般会計補正予算（第５号） 

日程第１５ 議案第９２号 平成２０年度あわら市国民健康保険特別会計補正予算 

（第３号）  
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日程第１６ 議案第９３号 平成２０年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算 

（第２号） 

日程第１７ 議案第９４号 平成２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正 

予算（第２号） 

日程第１８ 議案第９５号 平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計補正 

予算（第１号） 

日程第１９ 議案第９６号 平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計補正

予算（第１号） 

日程第２０ 議案第９７号 平成２０年度あわら市公共下水道事業会計補正予算 

（第２号） 

日程第２１ 議案第９８号 平成２０年度あわら市水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第９９号 平成２０年度あわら市工業用水道事業会計補正予算 

（第１号） 

日程第２３ 議案第 100 号 公の施設の指定管理者の指定について 

日程第２４ 議案第 101 号 あわら市まちづくり基本条例の制定について 

日程第２５ 議案第 102 号 あわら市自転車等の放置の防止に関する条例の制定 

について 

日程第２６ 議案第 103 号 あわら市農業者労働災害共済条例の制定について 

日程第２７ 議案第 104 号 あわら市農業者労働災害共済基金条例の制定について 

日程第２８ 議案第 105 号 あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２９ 議案第 106 号 あわら市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

（散  会） 
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出席議員（２１名） 

１番 八 木 秀 雄     ２番 笹 原 幸 信 

３番 大 下 重 一     ４番 山 川 知一郎 

５番 山 口 峰 雄     ６番 北 島   登 

７番 関 山 博 夫     ８番 向 山 信 博 

９番 坪 田 正 武    １０番 篠 﨑   巖 

１１番 石 田 則 一    １２番 丸 谷 浩 二 

１３番 牧 田 孝 男    １４番 卯 目 ひろみ 

１５番 宮 崎   修    １６番 穴 田 満 雄 
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２２番 杉 田   剛 

 

欠席議員（０名） 

 

 

地方自治法第 121 条により出席した者 

 市    長  橋 本 達 也    副 市 長  北 島 善 雄 

 教 育 長        寺 井 靖 高    総 務 部 長  神 尾 秋 雄 
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市民福祉部理事  長谷川 忠 典    市民福祉部理事  摩 垣 浄 心 

芦原温泉上水道財産区次長  土 守 善 美 

 

 

事務局職員出席者 

 事 務 局 長        圓 道 信 雄    事務局長補佐  中 林 敬 雄 

 書    記  中 辻 雅 浩 
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 ◎議長開会宣告 

○議長（東川継央君） ただ今から、第３５回あわら市議会定例会を開会いたします。 

（午前 9時 32 分） 

 

◎市長招集挨拶 

○議長（東川継央君） 開会にあたり、市長より招集のご挨拶がございます。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 第３５回あわら市議会定例会の開会にあたり、一言ご挨拶を申

し上げます。 

師走を迎え、何かとあわただしくなってまいりましたが、議員の皆様には、ご健

勝にてお過ごしのこと、心よりお慶び申し上げます。 

さて、先月１７日に開催されました議会臨時会において、芦原、金津両中学校の

整備に係る基本計画策定委託料を計上した補正予算を議決いただきました。本件に

つきましては、合併時からの最重要の、また喫緊の課題でありましたが、二校改修

という形で漸く本格的な工事に向けて踏み出すことができました。あらためて厚く

お礼を申し上げます。 

なお、基本計画策定業務委託の入札につきましては、去る１１月２７日に執行し、

株式会社木下賀之建築設計事務所が １,２９１万５千円で落札いたしております

ので、早急に契約を締結する予定であります。 

また、平成２１年度「安全・安心な学校づくり交付金」の申請に向けて鋭意努力

しているところであり、今後、改修の内容等につきましては議員の皆様にもご相談

申し上げて、一日も早く子どもたちの安全な教育環境の整備に努めて参りたいと考

えておりますので、何卒ご理解とご支援をお願い申し上げます。 

ところで、今年は例年になく早く雪が降り、１１月中の積雪としては、福井市で

は１９年ぶり、敦賀市では実に３２年ぶりとなるなど季節はすっかり冬となってお

ります。 

本市におきましては、除雪対策について万全を期すべく準備を進めており、昨日

１２月１日から来年３月３１日までの間、あわら市道路除雪対策本部を建設課に設

置したところであります。 

新潟地方気象台が先に発表した１２月から２月にかけての３ヶ月予報によります

と、降雪量は平年並みとのことでありますが、１２月には一時寒さの厳しい時期が

あるとの予測であり、道路除雪につきましては市と業者委託除雪機械により国・県

道とアクセスする主要道路を優先に実施し、生活道路及び公共施設等の除排雪に最

善を尽くして参ります。 

また、既に県や他市では実施しておりますが、市が保有いたします６台の除雪機

械の内３台を民間業者へ貸与して行う「業者貸与除雪」を本年度から実施し、除雪

作業を効率的かつ的確に行って参りたいと考えておりますので、よろしくお願いい 
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たします。 

ご案内のとおり、本定例会におきましては、１６議案の審議をお願いするもので

あります。その内訳につきましては、補正予算に関するもの９議案、公の施設の指

定管理者の指定に関するもの１議案、条例の制定及び一部改正に関するもの６議案

となっております。 

各議案の内容、提案の主旨につきましては、後ほどご説明を申し上げますが、何

とぞ慎重なご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げまし

て、招集のご挨拶といたします。 

 
◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

 

   ◎諸般の報告 

○議長（東川継央君） 諸般の報告を事務局長より行います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 事務局長。 

○局長（圓道信雄君） 諸般の報告をいたします。 

平成２０年９月２日招集の第３３回定例会において、議決されました議案につき

ましては、９月２２日付けで、１１月１７日招集の第３４回臨時会において、議決

されました議案につきましては、１１月１８日付けで、それぞれ市長宛に会議結果

の報告を行っております。 

   次に、本定例会の付議事件は、市長提出議案１６件であります。 

本定例会の説明出席者は、市長以下１２名であります。 

尚、竹内芦原温泉上水道財産区管理者及び田中土木部理事より、欠席の届が出て

おります。 

財産区管理者の代理として、土守次長が出席をしております。 

以上でございます。 

 

◎行政報告 

○議長（東川継央君） 市長の行政報告を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君。 

○市長（橋本達也君） 各部の所管事項について、行政報告を申し上げます。 

まず、総務部関係でございますが、総務課所管では、去る９月２３日から２６日

にかけまして、私を団長とする第５次あわら市友好訪中団２９名が中国紹興市を訪

問いたしました。 

   ご承知のとおり、今回の訪中団は、紹興市との友好都市締結２５周年を記念して 

訪問したもので、藤野厳九郎胸像除幕式に出席したほか、中国語版「魯迅と藤野先

生」の贈呈や金津高校と魯迅高級中学との友好校締結を行うなど、今後の紹興市と
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の更なる友好交流推進を誓い合って参りました。 

次に、市表彰関係でありますが、１１月２日、あわら市中央公民館におきまして、

平成２０年度あわら市表彰を教育委員会表彰とともに実施いたしました。今年度は、

市政に多大な功績のあった方々として、功労表彰１０名、一般表彰１名を表彰させ

ていただきました。なお、教育委員会表彰としては、功労賞２名、奨励賞３名の方々

を表彰いたしております。 

政策課所管では、去る１０月１２日に、財団法人本願寺維持財団との共催により、

シンポジウム「日本文化興隆に向かって」を開催いたしました。 

当日は、講師として、作家で元文化庁長官の三浦朱門氏と、そのご夫人で同じく

作家の曽野綾子氏をお招きし、中世日本の文化の発信拠点であった吉崎を会場に、

日本人観や日本人としてのあり方などについてご講演をいただきました。 

議員各位をはじめ、お越しいただいた約４００人の聴講者の皆さんには、吉崎浦

や鹿島の森に深まり行く秋を感じていただきながら、講演やパネルディスカッショ

ンをお楽しみいただけたことと存じます。 

続いて同じく政策課関連として、この１２月１日から、市のホームページをリニ

ューアルいたしました。 

議員各位には、既に御覧いただいた方もおられると存じますが、トップページに

は、行政情報を提供するページと、観光情報を提供するページを選択できる、ゲー

トページ方式を採用しております。 

さらに、デザインやシステムも一新することにより、検索機能の向上を図るとと

もに、ビジュアル的な要素も加味し、見ていて楽しいホームページに仕上がったと

自負しております。 

また、今回のリニューアルに合わせて、企業などからのバナー広告も掲載し、運

営費の一部に充当していきたいと考えております。 

なお、先般、全職員を対象に、市政情報の提供に関する研修を行っております。 

これは、ホームページや広報紙、ケーブルテレビ、さらには報道機関などに対す

る情報掲載の手続を明確にして、その徹底を図ることにより、あわら市の最新の情

報を、市民の皆さんにいち早くお知らせし、情報の共有化を実現することを目的に

行ったものであります。 

こうした取組をとおして、今後も、情報の質、量ともに一層の充実を図り、開か

れた市政の実現に努めて参りたいと考えております。 

次に、財政部関係でございますが、収納推進課所管では、市税の収納や滞納整理

など主な所管事務の執行状況についてご報告申し上げます。 

市税の現年度分や滞納歴の浅い滞納者への働きかけは、新たな滞納発生をなくし、

累積滞納化の抑止につながることから、徴収嘱託員を昨年度の１人から２人増員し、

３人体制で臨戸徴収を行っております。嘱託員は担当区域内の滞納者宅をくまなく

訪問し、未納税金の徴収や納付約束を取り付けるなど着実に成果をあげております。 

次に、福井県・あわら市共同徴収チームについて申し上げます。１０月１日から

市役所内に、福井県職員２人、収納推進課職員２人からなる市税の共同徴収チーム

を設置し、市民税を中心とした滞納整理を進めております。 

このチームに参加することにより、職員の滞納整理事務に関するスキルアップを

図るとともに、市民に周知することで、滞納の抑止につながるものと期待しており

ます。また、来年度に設置予定の、仮称ではございますが「福井県地方税滞納整理
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機構」のモデルケースとして、長期滞納者の削減と徴収率アップに取り組んで参り

たいと考えております。 

次に、インターネット公売について申し上げます。これは、滞納者から差し押さ

えた財産を、インターネット上で売却し換価する手続きで、落札された物件の買受

代金は、滞納者の未納税金に充てることになっております。あわら市として１０月

に実施したインターネット公売では、見積価額のおよそ２倍の価格で落札されてお

ります。未納税金の有効な徴収手段の一つとして活用して参りたいと考えておりま

す。 

今後とも、滞納整理を進め、税負担の公平性の確保に努めて参りたいと考えてお

ります。 

次に、市民福祉部関係でございますが、健康長寿課所管では、１０月２１日と２

２日、トリムパークかなづで健康長寿祭を開催いたしました。 

当日は、７５歳以上の１,２６８人の皆様をお迎えし、保育園児の遊戯やプロ歌

手のアトラクションなどをお楽しみいただきました。 

また、交通安全寸劇アカデミー賞の上位２グループが出演し、高齢者に交通安全

の大切さを訴えるなど、非常に有意義な催しになったものと考えております。 

次に、経済産業部関係でございますが、観光商工課所管では、１０月２５日に商

工会主催による第３回あわら市商工フェスタが開催されました。当日は、好天に恵

まれ、商工体験コーナーや企業紹介、商品即売などが催され、大変盛況なイベント

となりました。 

次に、あわら市産業団地整備事業の進捗状況についてご報告いたします。 

産業団地造成工事は、進捗率９０％を超え、年内には完成する見込みとなってお

ります。また、１０月２０日に市道瓜生石塚線道路改良工事の入札を執行し、角谷

木材建設株式会社が ７,７７０万円で落札いたしております。工事内容といたしま

しては、産業団地のアクセス道路となる市道の拡幅、歩道設置及び上水道、下水道

の整備を行うもので、来年３月１０日の完成を予定しております。 

なお、産業団地分譲地の販売につきましては、現在、購入を希望している新道繊

維工業株式会社と仮契約に向けて協議を進めているところであり、準備が整い次第

仮契約を締結し、今定例会において本契約の承認を得たいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

最後に教育委員会関係でございますが、文化学習課所管では、９月１３日に北潟

湖畔サイクリングパーク特設会場で第８回あわら北潟湖畔観月の夕べを開催いた

しました。当日は、好天にも恵まれ、満月を愛で、一服のお茶をいただきながら、

音楽や芸能発表のほか花火等を堪能していただけたものと思っております。なお当

日は、県内外より２２,０００人の観賞客がございました。 

また、１１月２日と３日、中央公民館を中心に第５回あわら市民文化祭を開催い

たしました。今回は、金津創作の森入居作家の作品展を開催したほか、３日には生

涯学習推進大会を同時開催し、タレントのダニエル・カール氏の講演会を行うなど、
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２日間で２,０００人の入場者を集め、大変盛況でありました。 

文化学習課所管の金津創作の森では、９月６日から１０月５日まで、「素材アー

ト・時代をつくる若き俊英たち」というテーマで、北陸を拠点に活動されている若

手工芸家１５人と２組の作品展を開催いたしました。 

優れた伝統工芸や素材の追求から生まれた出展作品から、若手工芸家の意欲が感

じられる展覧会となりました。 

また、７月２０日を皮切りに、全５回シリーズで「森のワークショップ」事業を

開催しており、現在３回目までが終了しております。 

文化庁の補助を受け、文化芸術による創造のまち支援事業として、小学生を対象

に、地域の自然や歴史に触れ、創作を通じて自由な発想力と行動力を育むことを目

的としております。 

創作の森にゆかりのある専門家やアーティストを講師に招いて、森を生かしたワ

ークショップを開催いたしております。 

１０月１１日と１２日には、恒例の第１１回クラフトマーケットを開催いたしま

した。 

両日は、１５０件の応募者から審査を経て選ばれた工芸品の作り手８０店と、食

のマーケット１２店が出店し、前年を上回る ８,３９７人の来館者がありました。 

同時開催といたしまして、ガラス工房及び創作工房では、陶芸体験やガラス体験

を実施、アトリエゾーンでは、入居作家のアトリエを公開するなど、市民の皆様と

の交流が深まったものと思っております。 

続いて、１０月２５日から１２月１４日までの会期で、「テレビの人形美術・友

永詔三展」を開催いたしております。約２５年前に放送されたＮＨＫ連続テレビ人

形劇「プリンプリン物語」の人形美術を担当した作家によります、人形や木彫作品

等を展示し、その独創的で華麗な作品には目を見張るものがございます。あわら市

発の、ユニークな展覧会となっておりますので、機会がございましたら是非ご覧い

ただきたいと存じます。 

以上で行政報告を終わります。 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１７番、山川 豊君、

１８番、海老田州夫君の両名を指名します。 

 

◎会期の決定 

○議長（東川継央君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

お諮りします。 

本定例会の会期は、本日から１２月１８日までの１７日間としたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

(｢異議なし｣と呼ぶ者あり) 
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○議長（東川継央君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会の会期は本日より１２月１８日までの１７日間と決定しま

した。 

なお、会期中の日程は、お手元に配布しました会期日程表のとおりであります。 

 

◎議案第６７号から議案第７７号の一括上程 

・委員長報告・質疑・討論・採決 

○議長（東川継央君） 日程第３、議案第６７号、平成１９年度あわら市一般会計歳入 

歳出決算の認定について、日程第４、議案第６８号、平成１９年度あわら市国民健

康保険特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、議案第６９号、平成１９

年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、議案第７

０号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入歳出決算の認定について、 

日程第７、議案第７１号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算の認定について、日程第８、議案第７２号、平成１９年度あわら市モーター

ボート競走特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、議案第７３号、平成

１９年度あわら市公共下水道事業会計決算の認定について、日程第１０、議案第７

４号、平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定について、日程第１１、議案

第７５号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算の認定について、日程第

１２、議案第７６号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算の認定

について、日程第１３、議案第７７号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計

決算による剰余金の処分について 

以上の議案１１件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） これらの議案につきましては、決算審査特別委員会に付託し、 

審査願っておりますので、委員長よりその審査結果の報告を求めます。 

○議長（東川継央君） 決算審査特別委員長、山口峰雄君。 

（｢議長｣と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 

○５番（山口峰雄君） 議長のご指名がありましたので、決算審査特別委員会のご報告

をいたします。 

   去る、９月開催の第３３回あわら市議会定例会において、当委員会に付託されま

した議案第６７号「平成１９年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定について」

をはじめとする、議案第６７号から議案第７７号までの１１議案について、去る、

１０月２日から１１月１８日までの７日間にわたり審査いたしましたので、その経

過と結果についてご報告申し上げます。 

  決算は、重要な経営成績の表れであり、予算が如何に執行されているかを監視し、

「その行政効果が本来の目的に適合しているか」、「住民負担とその使途が適正かつ

効率的に行われているか」等に重点をおき、主要事業の成果の確認と併せその処理

及び対応について、審査をしてまいりました。 

  特に、それぞれの会計における歳入歳出の内容及びその執行状況を踏まえ、これら

が本市の今後の市政運営と長期的な財政計画にどのように結びつくかを主眼とし

て審査したところであります。 

  決算書における計数的な内容につきましては、先の議会において、監査委員から

専門的な立場での意見書が提出されておりますので、総括的な事項について申し上

げます。 
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   先ず、一般会計について申し上げますと、歳入決算の総額は、１１８億２８９万

４千円、歳出決算の総額は、１１４億７,１１５万１千円となり形式収支は３億３,

１７４万３千円となっております。 

   以下、歳入歳出決算の主な内容について申し上げます。先ず、目的別歳入決算の

うち、市税は、税源移譲及び税制改正の影響により、対前年比１０.０パーセント

増の４７億９,８９１万１千円、地方譲与税は、所得譲与税の廃止に伴い対前年比

６２.１パーセント減となる１億５,５８９万７千円、地方交付税は、下水道資本平

準化債の減及び市民法人税の増などに伴い、対前年比１４.９パーセント減となる

２５億８,９５９万円、国庫支出金は、地方道路整備臨時交付金などの減により、

対前年度比３.１パーセントの減、県支出金は、農地集積実践事業補助金の増など

により、対前年比３１.３パーセント増となる８億１,９９０万４千円、諸収入は、

ＩＣカード標準システム実証事業助成金の増などにより、対前年比３９.８パーセ

ント増となる５億９１１万４千円、市債は、県振興資金借入の減などにより、対前

年比２７.２パーセント減となる８億２,６６０万円となっております。 

   特に、自主財源の基幹である市税の収入未済額は、８億７,８９５万８千円とな

っており、平成２０年度において、収納推進課の設置や県納税推進機構との連携な

どにより、徴収に重点を置いているところが見受けられるが、今後ともその累積滞

納額の増加が懸念されることから、負担の公平の確保の観点からも、コンビニ収納

や強制執行等も考慮し、さらには、各種使用料・手数料等も含め、収納の更なる強

化を関係者一丸となった取り組みを望むものであります。    

  又、収納推進課において、各種未収金等に対する一元管理・監督することについて

検討されたしとの意見も出されております。 

  次に、歳出決算について申し上げます。目的別決算のうち、議会費でありますが、

対前年度比０.５パーセント減の１億７,５１９万８千円であります。 

審査の過程で、早期の議事録作成が必要であるため、議事録調整業務の委託や他市

では既に導入されている議事録検索システムの早期導入や監査委員事務局を独立さ

せるべきとの強い意見が出されております。 

次に、総務費は、庁舎統合事業などの減により、対前年度比は１２パーセント減の

１２億９７７万３千円であります。主な経費としては、ＩＣカード標準システム実証

実験事業に 1億円を執行したほか、財産管理、情報推進、国際交流、徴税費などが主

なものであります。 

  審査の過程で、ケーブルテレビの加入率向上促進や行政チャンネルの充実、市有地

における個人住宅への貸付地の積極的な売却、入札や随意契約の適正な執行、工事検

査等の強化、また、土・日曜日の運行休止などコミュニティバスの効率的な運行や利

用者増加対策の十分なる検討、ＩＣカードシステムの自動交付機の増設や利用増進対

策、防犯灯の集落間の設置や設置補助にかかる補助限度額の設定、さらには、職員管

理においては、臨時職員の長期雇用と正職員の配置関係など適正な人事管理に十分な

配慮、さらには消費相談窓口の充実を図られたいとの意見が出されております。 
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次に、民生費は、３１億６,２７０万２千円で、前年対比３.１パーセントの増とな

っており、生活保護費、児童手当、医療費助成、保育所・幼児園関連の運営費などが

主な事業であります。 

審査の過程で、特に、社会福祉関係において、健康長寿祭の実施方法や生活保護、

障害者や母子家庭に対する自立支援対策、児童福祉関係においては、放課後児童クラ

ブにおける児童数に対する指導員配置の明確な基準の制定、虐待相談における適切な

対応、幼保一元化における幼児園と保育所・幼稚園のあり方と今後の方向性、送迎バ

スの保護者負担などに論議が集中したところであります。 

  次に、衛生費は、対前年度比１.８パーセントの減となる１０億１,１４４万２千円

で、保健衛生事業や福井坂井地区広域市町村圏事務組合などの一部事務組合負担金な

どが主なものであります。 

審査の過程で、住民健診の受診率向上対策のほか、ごみ減量化推進員の活動強化、

金属性粗大ごみの収集の希望制あるいは隔年実施など、ごみの減量化対策や流入河川

の公害調査の充実、北潟湖の水質汚濁防止対策の強化などの意見が出されております。 

 労働費は、市民生活安定資金及び県労働者信用基金協会預託金など８,７４８万９

千円であります。 

  次に、農林水産業費につきましては、６億４,０７７万５千円で、国営総合農地開

発事業償還補助金などの減により、対前年比１９.９パーセントの大幅な減となって

おります。主な経費としては、農地集積実践事業など農業振興に係る各種補助事業の

ほか、土地改良事業償還補助、基幹林道剱ヶ岳線整備負担金などであります。 

審査の過程で、丘陵地関係の畑作再生した農地利用の適正管理や目的外使用の徹底

した監視や復旧の指導強化、営農対策や担い手育成・確保対策のほか、北潟湖周辺の

塩害や水質浄化対策、有害鳥獣対策の積極的な対応や農地・水・環境保全向上支援事

業補助金の有効活用などの意見が出されております。 

  次に、商工費は、対前年度比３.７パーセント増の３億５,８６６万６千円で、主な

経費としては、市商工会活動事業など各種補助事業のほか、セントピアあわら他観光

施設の運営に要する経費が主なものとなっています。 

審査の過程で、近年の観光入り込み客数の減少に鑑み、行政、商工会、観光協会や

旅館組合との関係において、それぞれの責任分野あるいは役割分担の明確化を図りな

がら、観光宣伝等各種事業のあり方を十分考慮し、これらへの総合的な取り組みの積

極的な対応を望むとの意見のほか、公園等各施設の管理委託料の見直しや観光会館の

利用促進対策、セントピアあわらの開館時間の見直しなどについて、最も効果が出る

ように再検討すべきとの意見が出されております。 

  土木費では、都市計画道路金津・三国線の事業費減少により、対前年度比７.８パ

ーセント減の１７億２,２７９万３千円となっております。主な経費としては、市道

滝・高塚線など道路新設改良事業や芦原温泉駅周辺整備事業に要する経費のほか宮谷

川河川改修事業などが主なものとなっております。 

審査の過程で、地区要望の殆どを占める道路などインフラ整備に係る予算確保、雪

に強いまちづくり支援事業補助制度の積極的活用や民間委託の推進など除雪対策の

万全な体制確保、都市公園の管理の適正化、急傾斜地崩壊区域の調査、橋梁の耐震診

断後の補強対策、政策空家となる住宅の積極的な移転の推進と借地の返還、さらには、
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市営住宅使用料の収納対策には、特段の配慮が必要との意見が出されております。 

  消防費は、嶺北消防組合負担金など５億２,８４９万６千円であります。 

審査の過程で、備蓄物資の適正な配置について、調査・研究すべきとの意見が出さ

れております。 

  次に、教育費は、小学校耐震診断業務委託などの減により、対前年度比６.６パー

セント減の１１億６,１５４万４千円であります。主な経費としては、小学校１０校、

中学校２校、幼稚園５園に係る運営管理及び教育振興の経費のほか、社会教育・保健

体育に係る経費が主なものであります。 

審査の過程で、いじめや不登校児童の対策など教育体制の充実、講師や児童放課後

クラブ指導員の賃金の見直し、生徒の送迎場所と利用している観光会館前広場の照明

対策などついて十分に検討されたいとの意見が出されております。 

また、公民館等公共施設の耐震診断や公民館の所管区域の見直し、吉崎御山の枯れ

松対策として樹種転換した植樹の促進、埋蔵文化財行政の在り方、市民体育祭の実施

方法やスポーツ少年団における適正な活動の指導など十分検討すべきとの意見や金

津創作の森財団に関しては、貸付金回収の更なる努力や独立採算の原則に立った管理

運営となるように、その運営に一層の努力をされたしとの意見が出されております。 

  次に、災害復旧費は、大きな被害がなく、対前年度比９８パーセントの大幅な減で

５３万３千円であります。 

  公債費は、元金償還の増により、対前年度比６.１パーセント増となる１３億９,５

７１万８千円であります。 

実質公債費比率１５.８パーセントは対前年度比１.０ポイント低下し、将来負担比

率は、１６７パーセントで、いずれも国の基準内ではあるものの、今後、まちづくり

に要する各種施策の推進などにその増加が想定されることから、地方債計画の策定や

適債事業の厳選など効率的な財政運営を望むものであります。 

また、諸支出金は１,６０２万２千円と前年度に比べ大幅に増加しておりますが、

これは、各種基金の利子分積み立ての増によるものであります。 

  次に各特別会計について申し上げます。 

  先ず、国民健康保険特別会計決算につきましては、歳入決算額３０億９,８０５万

５千円、歳出決算額３０億６,５３３万２千円で、形式収支は３,２７２万３千円とな

っております。歳入では、国民健康保険税８億７,４８９万６千円、国庫支出金７億

１,８３３万８千円､療養給付費交付金８億１,３７５万１千円が主なものであります

が、国民健康保険税の収入未済額は２億５，７７９万６千円となっており、その収納

率は７６.９パーセントであります。現下の厳しい状況の中であるが、これら滞納の

要因を十分精査するなど収納対策の強化、さらには、1 人当たりの保険税額が９市の

うち、トップの高額となっているため、検討すべきではないかとの意見が出されてお

ります。 

  一方、歳出の主なものは、保険給付費２０億６,９８０万９千円、老人保健拠出金

４億７,７３１万１千円、共同事業拠出金２億７,５８５万２千円、介護納付金１億５,

１８２万６千円となっております。特に、保険給付費の療養給付費では、前年度比１
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１.５パーセントの増となっており、中でも退職者医療費の増加が目立つことから、

今後とも健康づくり事業やドック健診の拡充など医療費抑制に向けた取り組みを望

むものであります。 

  次に、老人保健特別会計決算につきましては、歳入決算額は、支払基金交付金１８

億８,９７２万６千円、国・県支出金１４億５,２３８万４千円など３６億３,６３３

万８千円となっており、歳出決算額は、３６億６,６７５万３千円で、医療諸費は３

６億２,７７１万３千円と国庫負担金が医療費の確定を待って翌年度精算となるため、

平成２０年度会計から、翌年度繰上充当金として３,０４１万５千円となっておりま

す。医療諸費は、対前年度比５パーセントの増となっており、さらには、一人あたり

年間医療費は１０．４パーセントの大幅な増の９５１,３３０円となっております。

医療費の増加は恒常的な傾向にあるため、適正受診の推進などきめ細かい保健指導に

不断の努力を望むものであります。 

  次に、金津雲雀ヶ丘寮特別会計決算につきましては、歳入決算額１１億８,９０９

万２千円で、対前年度比８３.８パーセントの増、歳出決算額は、１１億５８０万円

で、対前年度比８６.３パーセントの増、形式収支は８,３２９万２千円であります。

基金現在高は１億５，６３７万円となっております。今年度は、全室個室対応のユニ

ットケアの４０床の増床、ショートスティの１２床の増床、厨房とホールの新築や耐

震補強改修工事に伴い、大幅な増加となっております。今後の運営については、あわ

ら市社会福祉協議会が指定管理者として、先の９月議会定例会において決定したとこ

ろでありますが、施設の管理運営業務が適切に行われるよう、安全管理、危機管理や

職員管理などの業務内容や履行方法等については、十分なる精査を望むものでありま

す。 

次に、農業集落排水事業特別会計決算につきましては、歳入決算額７，７６３万８

千円、歳出決算額７，７０９万５千円で、形式収支は５４万３千円であります。 

 次に、モーターボート競走特別会計決算につきましては、歳入決算額２０億９，４

３９万２千円､歳出決算額２０億９，３４５万８千円で、形式収支は９３万４千円と

なっております。売上金額並びに入場人員の減少は、全国的な傾向であり、特に、あ

わら市営分は一日当たりの売上金額は８，２２４万１千円、対前年度比１３．４パー

セント、入場人員で２，２９２人、対前年度費１１．６パーセントと、いずれも前年

度を大幅に下回っております。 

審査の過程で、開催曜日によって売上げが大きく左右されるが、減少傾向は今後と

も続くことが予想されます。今後とも、経費節減や従業員の削減など経営健全化対策

を強力に推進するとともに、長期的視点における競艇事業のあり方について十分なる

検討を望むものであります。 

  次に、企業会計について申し上げます。 

まず、公共下水道特別会計決算につきましては、平成１９年度から地方公営企業法

の財務規定を適用されております。 

経営状況では、収益的収支決算において、総収益１１億６，７０９万８千円、総費

用は１１億６，６８７万２千円となり、差し引き２２万６千円の純利益となっている
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が、一般会計からの補助５億７，７８４万４千円の繰り入れる一方、施設拡充整備等

による取得有形固定資産減価償却費及び企業債利子や流域下水道負担金など固定的

費用が総費用の大部分を占めていることからも、今後更に厳しい経営が懸念されます。 

尚、収益のうち、特に、下水道使用料が１億５,８１４万あまり、収入未済となっ

ております。受益者負担の原則、公平・公正性の確保の観点から、徹底した収納対策

に万全の対応を執られるよう強い意見が出されております。 

また、本年度は、国庫補助事業５億４,０００万円、市単独事業１億３，２００万

円で事業を実施し、整備面積１，３５２ヘクタールに対し、年度末の整備面積は９３

９ヘクタール、整備率は６９．５パーセントとなっており、一方、供用区域内の世帯

数８，５３２世帯に対し下水接続世帯は７，３６３世帯となり接続率は８６．３パー

セントでありますが、投資効果の観点から、未接続世帯への接続の推進、不明水対策、

さらには、未整備区域の整備促進など強力に取り組むべきとの意見が出されておりま

す。 

次に、水道事業会計決算につきましては、当年度の有収水量は、前年度比２．５パ

ーセント減となる３７５万１，６６０立方メートルで、有収率は前年度を２．５ポイ

ント上回る８８．５パーセントであります。経営状況では、収益的収支決算において、

総収益８億６，０７４万５千円、総費用は８億６，２９８万３千円となり、差し引き

２２３万８千円の損失となっております。さらには、一般会計から高料金対策補助２

億８００万円の繰り入れる一方、有形固定資産減価償却費、企業債利子及び県受水費

など固定的費用が総費用の大部分を占めていることから、経営は極めて厳しい状況と

なっております。 
特に、漏水対策などによる有収水率の向上や各種経費の節減を図りながら、供給単

価と給水原価の格差是正に努力するなど、安易に一般会計からの繰り入れに依存する

ことなく、事業運営に一層の努力を望むものであります。 
 次に、工業用水道事業会計決算につきましては、年間給水量において、前年度比５．

４パーセント減となる４０万８，５９７立方メートルで、総収益１，０２５万 6千円
に対し、総費用は９０５万６千円となり、当年度は１２０万円の純利益となっており

ます。 
  次に、芦原温泉上水道財産区水道事業会計決算につきましては、年間給水量におい

て前年度比６．９パーセント減となる、１５１万３，４１４立方メートルで、有収率

は９６．６パーセントであります。収益的収支決算において、給水量等の減により総

収益１億５，０６２万２千円で、５．６パーセントの減、総費用は１億６，４４６万 

５千円で１．２パーセントの減となり、差し引き１，３８４万３千円の純損失とな

っております。審査の過程で、財産区の歴史的背景など特殊性は理解するものの、

市水道事業との均衡、下水道使用料の関係など大きな課題を抱えていることを認識

され、これが対応に、関係者の一層の努力を望むものであります。 

次に、工業用水道事業会計決算による剰余金の処分につきましては、当年度未処

分利益剰余金１,９７３万３,８２１円のうち、１,０００万円を利益積立金として

処分し、残額９７３万３,８２１円を翌年度繰越利益剰余金とするものであります。 

以上、特別会計・企業会計を述べましたが、特に、徹底した経営の合理化への取
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り組みや独立採算の堅持や健全経営の確保に最大限の努力を望むものであります。 

   以上、審査の経過と結果の概要について申し上げましたが、各所管の審査におい

ては、財政的見地はもちろん事務事業の執行方策等について、多くの指摘・要望等

を行っております。 

又、国においては、「活力ある地方」を創出するためには、地方分権を推進し、

地方が自ら考え、実行できる体制を整備することが重要である。さらには、地方分

権改革を推進することが将来の道州制の道筋をつけることになるとし、地方分権改

革の推進を強力に取り組むため、地方自治体に対しては、必要な協力を求めるもの

としております。特に、地方自治体に対する国の法令による義務付け・枠付けの見

直しや国・地方の財政状況を踏まえつつ、国庫補助負担金、地方交付税、税源移譲

を含めた税源配分の見直しの一体的な改革に向け地方債を含めた検討を行うとし

ており、今後、益々地方自治体の責任は重大となるので、更なる事務事業の簡素で

効率的な執行や健全な財政運営を望むものであります。 

特に、今後は、市民のニーズを的確に把握し、優先順位付けによる事業の取捨選

択、更には、創意と工夫により一層の効率化と徹底した節減・合理化に、理事者・

職員一丸となった取り組みを望むものであります。 

 なお、審査の結果につきましては、議案第６７号 平成１９年度あわら市一般会

計歳入歳出決算の認定については、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

 また、議案第６８号 平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてをはじめ、議案第６９号、議案第７０号、議案第７１号､議案第７

２号､議案第７３号､議案第７４号､議案第７５号及び議案第７６号の９件について

は、いずれも全会一致で認定すべきものと決し、議案第７７号については、全会一

致で原案可決すべきものと決した次第であります。 

最後になりますが、今回の決算審査につきまして、一言申し上げたいと思います。 

ご承知のとおり、決算の認定は、地方自治法に規定する議会の権限のうち、極め

て重要な議決事項の一つとして定められております。しかし、認定の議決をする最

終日に３人の委員が欠席し、その内２名が無断欠席でありました。このようなこと

は大変遺憾で残念なことであると思います。市民に対しても申し訳ないことだと思

います。 

以上、決算審査特別委員会の審査結果を申し上げ、報告といたします。 

○議長（東川継央君） これより、決算審査特別委員長の報告に対する総括質疑を許し

ます。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

 

○議長（東川継央君） これから、日程第３から日程第１３までの討論、採決に入りま

す。 

○議長（東川継央君） 議案第６７号、平成１９年度あわら市一般会計歳入歳出決算の 
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認定について討論ありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ４番、山川知一郎君 

○４番(山川知一郎君) 只今の平成１９年度一般会計の決算の認定について、反対の討

論をさせていただきたいと思います。３点ございますが、第一は、金額は僅かでご

ざいますが、この決算の中には、自衛隊の募集業務委託料が含まれております。 

   私は、毎回申し上げておりますが、現在の自衛隊は、憲法９条から見れば、当然

違憲の存在であるというふうに考えておりますし、仮に自衛隊の存在を認めるとい

うふうにしても従来、政府が言っております、日本の国を守る、専守防衛に徹する

ということから見ても現在の自衛隊の実態は、これを大きく踏み外して、アメリカ

と一緒になって外国にまでどんどん進出をしていると、もう専守防衛の枠を超えて

いる、というふうに言わなければならない、というふうに思っております。 

   また、守屋事務次官の贈収賄事件にみられるように今日、国の財政も大変厳しい

中で軍事費、防衛産業がどんどん膨れあがってですね、無駄な税金が投入されてい

るということも明らかではないか、こういう自衛隊の募集業務に地方自治体が係わ

ることは本当に平和を守るという観点から、また財政の無駄使いを無くすという点

からも認められないということでございます。 

   第二は、新幹線関連の誘致費用が計上されておりますが、私どもは、前々から申

して上げておりますように新幹線そのものについては、絶対反対ということではご

ざいませんが、現在の状況を見ますと敦賀までの着工もはっきりしない、まして関

西までこの新幹線がつながる見込みはほとんどない、というのが現状ではないかと

いうふうに思います。新幹線は、特に福井県にとりましては、関西までつながって

初めて利便性というか、そういう点では効果があるというふうに思いますが、仮に

敦賀まで通ったにしても敦賀で止まったのでは、返って利便性は損なわれる恐れが

非常に大きいというふうに思っております。特にあわら市にとりましては、新幹線

よりも、今の在来線を関西との間で、もっとスピードアップするとか、そういう利

便性向上を図ることこそ重要ではないかと、このまま新幹線が通りますと今の在来

線は、第三セクターということになりまして、地方自治体の財政支出も今より、ま

すます大きくなるということも予想されます。そういう点では、私どもは先ごろ、

金沢以西については、現状では新幹線は凍結すべきであるということを提案をいた

しました。そういう観点から新幹線は、当面この関西までの開通が予想できない中

では、新幹線誘致は止めるべきであるというふうに考えております。 

   それから、第三点は、市道金津三国線の最終年度の分が１９年度で支出されてお

りますが、これは、現在の市の財政状況から見れば、最初から無駄な道路ではない

かということを申し上げて参りましたが、結局、中途半端なままでですね、あの道

路が更に三国まで付けられるという見通しもないと、あれは全く無駄な投資ではな

かったか、というふうに思っております。 

   以上、三点で決算の認定には反対するものでございます。どうか議員各位のご理

解をお願い申し上げまして討論といたします。 
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○議長（東川継央君） 他に討論はありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） これで討論を終わります。 

○議長（東川継央君） 議案第６７号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立多数です。 

したがって、議案第６７号、平成１９年度あわら市一般会計歳入歳出決算の認定

については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第６８号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第６８号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第６８号、平成１９年度あわら市国民健康保険特別会計歳入歳

出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第６９号、平成１９年度あわら市老人保健特別会計歳入歳 

出決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第６９号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第６９号、平成１９年度あわら市老人保健特別会計歳入歳出決

算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君）議案第７０号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳

入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７０号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 
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したがって、議案第７０号、平成１９年度あわら市金津雲雀ヶ丘寮特別会計歳入

歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７１号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会 

計歳入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７１号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７１号、平成１９年度あわら市農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７２号、平成１９年度あわら市モーターボート競走特別

会計歳入歳出決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７２号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７２号、平成１９年度あわら市モーターボート競走特別会計

歳入歳出決算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７３号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計決算

の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７３号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７３号、平成１９年度あわら市公共下水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７４号、平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定 

について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７４号を採決します。 



 19 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７４号、平成１９年度あわら市水道事業会計決算の認定につ

いては、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７５号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算 

の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７５号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７５号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算の認

定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７６号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会 

計決算の認定について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７６号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。 

委員長報告のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君） 起立全員です。 

したがって、議案第７６号、平成１９年度芦原温泉上水道財産区水道事業会計決

算の認定については、委員長報告のとおり認定することに決定しました。 

 

○議長（東川継央君） 議案第７７号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算 

による剰余金の処分について討論ありませんか。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 討論なしと認めます。 

○議長（東川継央君） 議案第７７号を採決します。 

本案に対する委員長の報告は、原案可決であります。 

委員長報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（東川継央君）起立全員です。 

したがって、議案第７７号、平成１９年度あわら市工業用水道事業会計決算に

よる剰余金の処分については、委員長報告のとおり可決されました。 

○議長（東川継央君） 一言申し上げます。本議会は、討論、質疑いすれも通告制をと

っております。事前に通告のないままで、本会議で発言をすることは、大変遺憾で
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ございます。 

今後、議会運営に議員各位のご協力を今一度お願いをいたします。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、再開は１１時再開とさせていただ

きます。 

(午前 10時 45 分) 

 

◎議案第９１号から議案第９９号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 休憩前に引き続き会議を開きます。    

 (午前 11 時 03 分) 

○議長（東川継央君） 日程第１４、議案第９１号、平成２０年度あわら市一般会計補 

正予算（第５号）、日程第１５、議案第９２号、平成２０年度あわら市国民健康保

険特別会計補正予算（第３号）、日程第１６、議案第９３号、平成２０年度あわら

市金津雲雀ケ丘寮特別会計補正予算（第２号）、日程第１７、議案第９４号、平成

２０年度あわら市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）、日程第１８、議

案第９５号、平成２０年度あわら市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）、

日程第１９、議案第９６号、平成２０年度あわら市モーターボート競走特別会計補

正予算（第１号）、日程第２０、議案第９７号、平成２０年度あわら市公共下水道

事業会計補正予算（第２号）、日程第２１、議案第９８号、平成２０年度あわら市

水道事業会計補正予算（第２号）、日程第２２、議案第９９号、平成２０年度あわ

ら市工用水道事業会計補正予算（第１号）、 

以上の議案９件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第９１号「平成２０年度あわら市

一般会計補正予算（第５号）」から議案第９９号「平成２０年度あわら市工業用水

道事業会計補正予算（第１号）」までの９議案について、内容の説明を申し上げま

す。 

議案第９１号の一般会計補正予算（第５号）につきましては、３億７,９４６万５

千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ １２１億５,６６７万円とするもの

であります。 

歳出の主なものについてご説明いたします。 

各予算費目に給料、職員手当等及び共済費の増減分を計上しておりますが、これ

らは人事異動等に伴う所要の調整を行ったものであります。以下、これらの説明に

つきましては、省略させていただきますので、あらかじめご了承をお願いいたしま

す。 

まず、総務費では、一般管理費で、早期退職者の増加等に伴う追加分として、退

職手当組合負担金 ３,０４２万１千円を計上しております。 
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戸籍住民基本台帳費では、ＩＣカード標準システム実証実験事業経費として ８４

９万６千円を計上しております。 

次に民生費では、障害者福祉費で、障害者自立支援医療給付費 ３００万円、日中

一時支援給付費１００万円、障害者施設安定化支援費 ２００万円をそれぞれ追加

計上しているほか、平成１９年度障害者自立支援給付費等国庫負担金返還金 １７

４万円などを計上しております。 

幼児園費では、私立幼児園運営に係る措置委託料 １,０００万円を追加計上して

おります。 

生活保護扶助費では、昨年度の生活保護費の確定に伴う国庫負担金返還金 ６９５

万１千円を計上しているほか、本年度の生活保護対象者の増、特に医療費扶助の増

により生活保護費 ７,５００万円を追加計上しております。 

 次に衛生費では、塵芥処理費で、余熱館ささおかの高温配水管修繕に係る福井坂

井地区広域市町村圏事務組合負担金 １,４００万１千円を追加計上しております。 

 次に労働費では、労働施設費で、勤労青少年ホーム便所改修工事費 ４００万円

を計上しております。 

次に農林水産業費では、農業振興費で、原油高騰対応省エネルギー型農業機械等

緊急整備対策事業補助金 ２０２万１千円を計上しております。 

農地費では、小規模土地改良事業（県単）補助金 １０５万円ほかを計上しており

ます。 

林業振興費では、里山エリア再生交付金事業補助金 １９５万１千円等を追加計上

しております。 

次に商工費では、商工振興費で、あわら市商工会活動事業補助金 ９４万１千円を

追加計上しているほか、利用者の増に伴い、中小企業設備及び運転資金利子補給金 

１０４万１千円を追加計上しております。 

工業導入促進費では、企業立地助成金や雇用促進奨励金等の工業導入促進経費 ８,

５７９万円を計上しております。 

次に土木費では、都市計画総務費で、湯のまち駅前多目的用地取得に係る追加経

費 １億１,１６７万５千円を計上しております。 

次に消防費では、水防費で、瓜生地係に設置されている水防第一倉庫の屋根補修

工事費 １０５万円を計上しております。 

最後に教育費では、施設用の燃料費として、小学校費で２１０万円、中学校費で

４０万円、公民館費で５０万円をそれぞれ追加計上しております。 

このほか、中学校費の教育振興費で、部・クラブ全国大会等出場補助金 ２０万６

千円、要保護及び準要保護援助費 ５０万６千円をそれぞれ追加計上しております。 

一方、歳入につきましては、湯のまち駅前多目的用地取得事業に係る経費として、

土地開発基金繰入金 １億５,０００万円を計上しているほか、生活保護費に係る国

庫負担金 ５,６２５万円、前年度繰越金 １億５,１８２万６千円などを追加補正し

ております。 
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議案第９２号の国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につきましては、２,

０９９万２千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３１億１,１０

２万８千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において、総務費の一般管理費で、人事異動等

に伴う人件費の所要の調整を行ったほか、一般被保険者に係る高額療養費 ２,００

０万円と、一般被保険者及び退職被保険者等に係る保険税還付金 ８９万円を追加

計上したものであり、これらに伴う歳入としては、国民健康保険基金繰入金 ２,０

００万円を計上しているほか、繰越金 ８９万円を追加計上しております。 

議案第９３号の金津雲雀ヶ丘寮特別会計補正予算（第２号）につきましては、６

３０万６千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ５億２,４０５万

５千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において各事業費目にわたって、人事異動等に

伴う人件費の所要の調整を行ったほか、会計システムの統合に係る経費２６９万６

千円などを計上したものであり、歳入といたしましては前年度繰越金６３０万６千

円を追加計上しております。 

議案第９４号の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、

４２万４千円の減額補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ７,１２９万８千

円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において総務費の一般管理費で、人事異動等に

伴う人件費の所要の調整を行ったほか、企業会計システム導入委託料 ７３万５千

円を計上しております。このほか、事業費の農業集落排水維持管理費では、消費税 

３７万７千円を追加計上するものであります。 

一方、歳入につきましては、一般会計繰入金８６万４千円を減額しているほか、

前年度繰越金５４万円を追加計上しております。 

議案第９５号の産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）につきましては、

歳入歳出の予算総額の変更は行わず、総務費の一般管理費と事業費の産業団地整備

事業費において、予算組替えを行ったものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において総務費の一般管理費で、人事異動等に

伴う人件費２３万６千円を追加し、事業費の産業団地整備事業費において、産業団

地整備工事費２３万６千円を減額するものであります。 

議案第９６号のモーターボート競走特別会計補正予算（第１号）につきましては、

１３万７千円の追加補正を行い、歳入歳出予算の総額をそれぞれ２５億４,２１３

万７千円とするものであります。 

補正の内容につきましては、歳出において競艇事業費の一般管理費で、人事異動

等に伴う人件費の所要の調整を行ったほか、三国競艇運営協議会負担金 ８３万４

千円を追加計上しております。このほか諸支出金の公営企業金融公庫納付金では、 

公営企業金融公庫納付金５３９万円を減額補正しております。 

一方、歳入につきましては、前年度繰越金１３万７千円を追加計上しております。 
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議案第９７号の公共下水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的

支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費 ７９２万円、減価償却費６８

万７千円を減額したほか、水洗便所改造奨励金５０万円を追加計上したものであり

ます。 

一方、資本的支出においては、人事異動等に伴う人件費５万９千円、企業債に係

る元金償還金２,５６５万２千円を追加計上したほか、資本的収入においては、流

域下水道事業債７０万円、当年度分損益勘定留保資金２,５８６万８千円を追加計

上し、収支の調整を行っております。 

議案第９８号の水道事業会計補正予算（第２号）につきましては、収益的支出の

営業費用において、人事異動等に伴う人件費２４万４千円、減価償却費 ５０万５

千円を追加計上しております。 

一方、資本的支出においては、人事異動等に伴う人件費１０万２千円、企業債に

係る元金償還金２５１万９千円を追加計上しており、資本的収入においては送水管

移設補償費２２７万８千円を計上するとともに、過年度損益勘定留保資金 ３４万

３千円を追加計上し、収支の調整を行っております。 

議案第９９号の工業用水道事業会計補正予算（第１号）につきましては、収益的

支出の営業費用において、人事異動等に伴う人件費２万７千円を減額したほか、減

価償却費１１万１千円を追加計上したものであります。 

以上、９議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

   質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今ほど、市長の方から今回の一般会計あるいは特別会計等に対

する補正予算の提案が示されました。そん中で私、一般会計に対する補正予算、こ

れについて、三点ほど、一つ質疑をしてみたとこのように思います。 

   市民福祉部関係では、この議案書の１６ページに当たりますが、これは障害者福

祉これの償還金利子及び割引率についてと、それから、議案書の１８ページこれは、

幼児園費の中で委託料これについてと、それから、議案書の２３ページこれは、商

工振興費ですけれども、この中で負担金補助及び交付金について、この三件につい

て質疑をしてみたいとこのように思います。 

   それでは、まず最初にですけれども、今ほど言いましたように、市民福祉部関係

が二件ございますので、合わせて質疑をします。まず、一件目の議案書の１６ペー

ジ、これは今ほど言いましたように障害者福祉費の中の節２３の償還金利子及び割

引率についてですけれども、この項目の中で過年度分障害者自立支援給付費等国庫

負担金の返還金と、こういうことで１７４万円の増額補正をしております。この障

害者自立云々ちゅうやつは、もう皆さんご存知のように平成１８年度に障害者自立
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支援法が出来た以降、こういう項目が発生しております。それで、平成１９年度で

比較してやりますと、この平成１９年度は、この障害者自立支援給付費負担金これ

は項目が、介護給付費あるいは訓練等給付それから更生医療費それから総務給付費、

とこういう四項目にわたってくるんじゃないかと思うですけれども、それで今ほど

言いましたように、過年度分障害者自立支援給付費等、こういう言葉の使い方をし

てありますが、今ほど私言いましたように、この四項目の中、全てが該当するのか

どうか、あるいはやね、特別の項目が該当してこの増額補正をやっているのかと、

こういうことと、それから１８ページですね、１８ページの幼児園費、この中の１

３番の委託料ですけれども、この中で本荘幼児園の措置委託料、それから北潟幼児

園の措置委託料これ二つ含めまして、１千万円の増額補正をやっております。これ

は、私、常々言っておりますように、必要な金は大いに使ってもらって結構なんで

すけれども、その使い道が分からずして、私も承認するわけにいきませんから、あ

えてここで質していきたいと思います。これも今ほど言いました。平成１９年度で

比較してやりますと、本荘幼児園の措置委託料、これは平成１９年度は、本荘幼児

園に関しましては、定員９０人のとこで、９０人の入所者があったと、それで、こ

の措置委託料ですけれども、７,３００万円、決算書では、７,３００万円と、こう

いう数字になっております。それから、北潟幼児園の措置委託料、これは３５人の

方が入所しておられます。ですけれども、平成１９年度では、３５０万程の措置委

託料になっております。いずれにいたしましても、今ほど言いましたように、この

必要な金やね、必要な金は大いに使ってもらって結構ですけれども、この措置委託

料そのものが、そういう項目に対する措置と、私はそういうような理解をしている

んですけれども、その特に本荘幼児園に関しましては、あまりにもやね、数字が大

きく今まだ平成２０年度は、今日で１２月２日ですから、まだ残すところやね、３

ヶ月以上あると、そんな中でこういう大きな増額補正をしているその意味合いはど

ういうことかと、この二点について、まずお聞きしたいとこのように思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長（川島清一君） 

○市民福祉部長（川島清一君） それでは、私の方から穴田議員の只今の質疑につきま

して、お答えを申し上げます。始めに、過年度分の障害者自立支援給付費等国庫負

担金返還金のこの説明の中で、給付費等ということは何か、ということのお尋ねだ

ったかというふうに思います。これにつきましては、障害者自立支援給付費等国庫

金につきましては、自立支援給付費として、自立給付費が負担金として交付されま

す。それから、もう一つ、ここにありますのが、障害者の程度区分の認定、これに

かかります審査会議をする事務費、これが補助金として交付をされます。従いまし

て、給付費等につきましては、今、申し上げました審査会に要する事務費、国庫補

助金が含まれているというものでございます。この給付費の交付につきましては、

障害者の自立支援の清算、これらの方法につきまして、少しご説明をさせていただ

きますが、当該年度の１２月の所用額、１２月で年間の所用見込額を提出するとい



 25 

うことになってございます。それから、その年明け１月頃にまた、これにかかりま

す交付申請書を提出するという流れになっておりまして、この交付申請に基づきま

して請求書を提出し、国庫負担金また国庫補助金が入ってくるということになりま

す。このシステムというんですか、この方法ですが、実績報告書、本来、実績報告

書は出納閉鎖期間４月、５月というようなものが多いかと思いますが、この国庫金

につきましては、出納期間の閉鎖後６月頃にこの実績を出すようにというようなこ

とになっておりまして、この時点で過不足の清算ということになりますので、こち

らの方でその年度内に支出をすることができないということで、毎年この時期にこ

のような返還金が生じているということでございますので、ご理解をいただきます

ようお願いを申し上げます。 

   それから、この他、生活保護費の返還、それから児童手当の返還、母子生活支援

施設の措置費の返還、これらにつきましても、同様の方法によるもので、今回、補

正の中で返還金を計上させていただいておるところでございます。よろしくお願い

をいたします。 

   それから、二つ目の保育所の措置費の補正でございますが、この当年度の保育所

の予算でございますが、予定をいたします、園児ですが、当初、本荘の幼児園にお

きましては、８６人分の７,５００万円を計上させていただきました。それから、

北潟の幼児園では、３２名で２,９００万の予算を計上させていただいてスタート

をしたところでございます。これから、この今までの１０月までの実績と、これか

ら推移するであろうという園児数を推定をいたしております。それによりますと、

推定をいたしますと、本荘幼児園におきましては、延べで１００人多いだろうとい

うような推計をいたしておりますし、北潟の幼児園におきましては、延べ２１人多

くなるだろうというような推計をいたしております。これらを当てはめまして、そ

れぞれの措置費、それぞれの０歳児、１～２歳児、それから３歳児、４歳児以上と

いうことで当てはめまして、それぞれの措置費、人数を計算いたしますと、今回の

補正の額ということでございます。本荘幼児園につきましては、計算上は７７２万

７千円、それから北潟幼児園におきましては、２３０万２千円というような計算が

できたところでございます。これによりまして、それぞれ７,７００万、それから

２,３００万の予算を計上させていただくものです。 

   少し、数字的に言いますと、この措置費がそれぞれ先ほど申し上げました０歳児、

それから１～２歳児、３歳児、４歳児以上ということで措置費の額がかなり大きな

開きがございます。３歳児を保育するのと０歳児を保育するのでは、３倍の開きが

ございます。０歳児の方は手がかかりますが、そういうような厚生省の基準により

まして、それぞれのこれぐらいの差が出てくるというもので、それを積み上げまし

たものが、このようなことになっているということです。少し園児の数の変化を申

し上げますと、本荘幼児園におきましては、当初よりは延べで１～２歳児が６７名

多くなってくるだろうということです。それから、３歳児につきましては、１０名

ほどが減るだろということ、それから４歳児以上になりますと、延べで４５人増え
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てくるだろうというようなことで、先ほど申し上げました１００名になるというこ

とです。それから、北潟幼児園におきましては、０歳児は若干減るわけですが、１

～２歳児につきましては、３３名の延べの増加、それから３歳児が５名の増加、そ

れから４歳児以上につきましては、１０名の減というようなことでの推計をいたし

ておりまして、このような中での予算の計上ということでございますので、よろし

くご理解をお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今ほど、市民福祉部長のやね、特に幼児園の措置については、

理解できました。皆さん、ご存知のようにやね、福井県は特に共働きですね、全国

でも１位、２位を争う共働きの世帯になっていると、ですから特に若いお父さん、

お母さんが安心して働きに出て行けるようなそういうこれからの幼児園態勢、これ

もやね、平成２１年度のもうぼちぼちとやね、予算編成も始まることだと思います

から、十分に考慮に入れたやね、そういう扱いをしていただきたい、とこのように

思います。 

   それから、もう一点ですが、議案書２３ページですね、２３ページの商工振興費

の中で負担金補助及び交付金なんですけれども、この項目の中で中小企業説明及び

運転資金利子補給金、これの増額補正が出ております。これも皆さん、すでにご存

知のように今、日本は大地震にあったような感じであると、と言いますのは、アメ

リカ発のやね、サブプライムの住宅ローンあるいはシティバンクのやね、資金難に

よりまして、まともに日本はそれをやね、その波を受けていると、そんな中におい

て、特にあわら市なんかもやね、中小企業あるいは零細企業において、今１２月に

入りました。今、年越しに対してなかなかいろいろな面でやね、その資金調達を苦

労しているんじゃないかと、このように思われます。それで今回のこの増額補正を

見てやりますと、当初予算とこれトータルしてやりますと約３１０万程になってく

ると利子補給金がね、ですから私、今、中小企業あるいは零細企業が何社あるかは

数字まで把握しておりませんけれども、果たしてこれくらいのやね、あくまでも利

子補給金に限定しておりますけれども、これくらいの金額でもってやね、果たして

年越しができるんだろうかと、こういうような私、懸念を抱いております。ですか

ら一つやね、所管課の部長、産業経済部長ですか、部長の方からやね、私に対して、

分かりやすいような一つ説明方、お願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君 

○経済産業部長(坪田清孝君) 只今の穴田議員のご質問にお答えをしたいと思います。 

今回ですね、計上されております、中小企業設備費及び運転資金利子補給金につ

きましては、当初予算におきまして１９年度までに融資を確定をしてございます。 

利子補給分として５５件、２０７万円を計上させていただいておりますが、今期

の平成２０年度、新たにですね、融資する見込みの利子補給分として、さらに４０
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件、１０４万円を追加補正させていただいているところであります。 

なお、昨年の同期では、３２件ということなので、若干、昨今の景気の動向影響

があるかという具合に見受けられるところであります。引き続き今後の動向を見守

って行く必要があるという具合に思っております。議員もご承知のとおりですね、

我が国の経済、アメリカのサブプライムローンに端を発した金融危機が世界的に波

及し、株価が暴落する、こういう景気が急激に減速をして、中小企業を取り巻く環

境というのは非常に厳しい状況におかれているという具合に思っております。 

そこで、１０月現在での貸付融資額３億あるわけですけども、これ約６割の貸付

率、今、現在はですね、あわら市では、６割の貸付率となってございまして、現在、

融資枠残額が約１億２千万あることから現段階において、新たに融資額の増資の必

要はないという具合に判断をしております。 

しかしながらですね、今後の景気対策につきましては、国、県の対策を踏まえな

がら検討、対応して参りたいと考えておりますので、ご理解賜りますようよろしく

お願いいたします。 

   以上です。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今ほどの部長の説明、分かりました。十分に理解できます。部 

長もやね、今、答弁の中で言われたようにやね、どういうことが発生してくるか、

起きてくるか分からないと、俗に言う、ホリエモンが使った想定外、想定内の言葉

じゃないですけれども、想定外でやね、どういう事項が発生してくるか分からない

とですからやね、投資としてもやっぱりあわら市にある中小企業あるいは零細企業

を守るんだと、守っていくんだと、そういう意気込みを見せていただきたいと、そ

のためには、どうすれば良いかと言いますと、今更、私が言うまでもないことです

けれども、情報やね、こういう情報を的確な情報やね、集めていただくと、そして

やね、そういう情報が入った時点ではやね、それに対して的確な処置をしていただ

くと、２、３日前にはやね、ある文房具店も自己破産申請をしておりますので、や

っぱこれからやね、そういうことが私できる事なら起きない方が良いんですよ、起

きない方が良いですけれども、やっぱいろいろなやね、そういう影響をまともに受

けてやね、そういう事態が発生すると、こういうことも懸念されますので、一つ市

側としましてもやね、今ほど言いましたように的確な情報を掴んでやね、また、そ

の掴んだ情報に的確な処置をしてやると、こういうことを私、強く要望しておきま

す。 

○議長（東川継央君） 他に質疑はありませんか。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ６番、北島 登君 

○６番（北島 登君） 先ほど、市民福祉部長の答弁の中で幼児園措置委託料の金額が 

若干、違ったように聞こえたもんで訂正方お願いします。先ほど、部長の答弁では、
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７,７００万と２,３００万と言ったように聞こえましたんで、よろしくお願いしま

す。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長（川島清一君） 

○市民福祉部長（川島清一君） 北島議員のご指摘、大変申し訳ありません。補正の金 

額につきましては、本荘幼児園が７７０万円、北潟幼児園が２３０万円でございま

した。どうも申し訳ございませんでした。訂正してお詫びを申し上げます。 

○議長（東川継央君） 他にありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています、議案第９１号から議案第９９号

までの９議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の

常任委員会に付託します。 

 

   ◎議案第１００号の上程・提案理由説明・質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第２３、議案第１００号、公の施設の指定管理者の指定に 

ついてを議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１００号「公の施設の指定管理

者の指定について」、提案理由の説明を申し上げます。 
本案につきましては、株式会社向農園をクレヨンランドかなづ及びふれあい公園

の指定管理者に指定するものであります。 

指定の期間につきましては、平成２１年４月１日から平成２６年３月３１日まで

の５年間とするものであります。 

よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第１００号は、お手元に配布

してあります議案付託表のとおり、産業建設常任委員会に付託します。 

 

   ◎議案第１０１号から議案第１０６号の一括上程 

・提案理由説明・総括質疑・委員会付託 

○議長（東川継央君） 日程第２４、議案第１０１号、あわら市まちづくり基本条例の 

制定について、日程第２５、議案第１０２号、あわら市自転車等の放置の防止に関 
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する条例の制定について、日程第２６、議案第１０３号、あわら市農業者労働災害

共済条例の制定について、日程第２７、議案第１０４号、あわら市農業者労働災害

共済基金条例の制定について、日程第２８、議案第１０５号、あわら市税条例の一

部を改正する条例の制定について、日程第２９、議案第１０６号、あわら市営住宅

条例の一部を改正する条例の制定について 

以上の議案６件を一括議題とします。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する提案理由の説明を求めます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ただいま上程されました議案第１０１号「あわら市まちづくり

基本条例の制定について」から議案第１０６号「あわら市営住宅条例の一部を改正

する条例の制定について」までの６議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

議案第１０１号「あわら市まちづくり基本条例の制定について」でありますが、

本条例の原案については、市民で構成する「自治基本条例を考えるあわら市民会議」

の皆さんが検討して、提言をいただいたものでございます。この案を、去る１０月

２０日から１１月７日までパブリックコメント手続を実施し、寄せられたご意見を

もとに一部修正を加えたものを今回提案するものであります。 

この条例には、市民と市が共動のまちづくりを進めるための基本理念や、仕組み、

それぞれの役割分担などを定めており、まちづくりに対する一層の市民参画を目指

すものとなっております。 

なお、パブリックコメント手続に寄せられた意見の概要やこれらに対する市の考

え方については、市民生活課窓口で公表しているほか、市のホームページでも掲載

しております。 

次に、議案第１０２号「あわら市自転車等の放置の防止に関する条例の制定に 

ついて」でありますが、本条例は、道路、駅前広場、公園その他公共の用に供する

場所における自転車等の放置を防止し、市民の良好な生活環境を保持するために制

定するものであります。 

この条例には、公共の場所における自転車等の放置を防止するための、市、利用

者、所有者、自転車小売業者等の責務を定めており、放置の防止に資することはも

とより、県や警察等との連携を密にすることにより、盗難の防止にも資するものと

考えております。 

次に、議案第１０３号「あわら市農業者労働災害共済条例の制定について」であ

りますが、本条例は、平成１８年４月の保険業法の改正に伴い、これまで花咲ふく

い農業協同組合が行ってきた農業者労働災害互助制度の法令根拠が失効すること

から、農業従事者の福祉の増進を図ることを目的に、市が同制度を承継するために

制定するものであります。 

なお、この条例の制定に伴い、農業者労働災害共済特別会計を新たに設置する必

要があるため、本条例の附則において、「あわら市特別会計条例」の一部改正を行
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っております。 

次に、議案第１０４号「あわら市農業者労働災害共済基金条例の制定について」

でありますが、この条例は、議案第１０３号「あわら市農業者労働災害共済条例」

の制定に伴い、同制度の円滑な運営を図るため、農業者労働災害共済基金を設置す

るため制定するものであります。 

なお、原資につきましては、花咲ふくい農業協同組合からの寄附金 ４,０００万

円を予定しております。 

次に、議案第１０５号「あわら市税条例の一部を改正する条例の制定について」

でありますが、平成２０年度地方税制の改正により、地方自治体が条例により指定

する公益法人等への寄附金が個人住民税の控除対象となったことを受け、あわら市

の指定に関する所要の改正を行うものであります。 

あわら市が指定するものといたしましては、福井県が指定するものと合わせるた

め、県内に主たる事務所を有する公益法人等とするほか、市長が特に認める県内に  

従たる事務所を有する公益法人等についても対象とするものであります。 

このほか、入湯税の課税免除の拡充に関する規定及び入湯税の帳簿検査の定例化

に伴う帳簿保存年数の延長の改正を行うものであります。 

最後に、議案第１０６号「あわら市営住宅条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」でありますが、本条例は、平成１９年４月に、東京都営住宅において暴力団

員による立てこもり発砲事件が発生したことや全国的に公営住宅において暴力団

員による不法行為等が発生していることから、本市においても、暴力団員による不

法行為等を未然に防止し、市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全と平穏を確

保するため、市営住宅から暴力団員を排除するための所要の改正を行うものであり

ます。 

以上、６議案につきまして、よろしくご審議をいただき、妥当なるご決議を賜り

ますようお願い申し上げます。 

○議長（東川継央君） 上程議案に対する総括質疑を許します。 

○議長（東川継央君） 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 質疑なしと認めます。 

○議長（東川継央君） ただいま議題となっています議案第１０１号から議案第１０６ 

号の６議案は、お手元に配布してあります議案付託表のとおり、それぞれ所管の常

任委員会に付託します。 

 

 ◎散会の宣言 

○議長（東川継央君） 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 

なお、１２月９日は、午前９時３０分から会議を開きます。 

本日は、これにて散会します。 

                         (午前 11 時 45 分) 
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   ◎開議の宣告 

○議長（東川継央君） これより、本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の出席議員数は、２１名であります。 

よって、会議の定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

○議長（東川継央君） 本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。 

（午前９時 51分） 

 

◎会議録署名議員の指定 

○議長（東川継央君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

本日の会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、１７番、山川 豊

君、１８番、海老田州夫君の両名を指名します。 

   

◎一般質問 

○議長（東川継央君） 日程第２、これより、一般質問を行います。 

◇山口峰雄君 

○議長（東川継央君） 一般質問は通告順に従い、５番、山口峰雄君の一般質問を許可

します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 

○５番（山口峰雄君） 議長のご指名がありましたので、一般質問をさせていただきた

いと思います。 

橋本市政が誕生して１年半を過ぎようとしております。もうならし運転も済みエ

ンジン全開ではないかとこういう具合に思います。 

そろそろ市長の公約の実現方法を具体的に示す時ではないかと思い、２つの質問

をさせていただきます。 

先ずは、第二の合併を視野に入れた市政について質問させていただきます。市長

就任後、初の第２２回定例会で次のように所信表明をされております。 

「第二の合併を視野に入れた市政」を進めたいと思います。時代状況を考え、ま

た、今回の合併の経緯を振り返ったとき、やはり、行政体も今にとどまることはで

きないと思います。また、私は、第二の合併を望んでいる市民が多いのではないか

との認識を持っております。合併がいつ、どのような規模になるか、相手のあるこ

とですので明言はできませんが、次に合併するならば、市民レベルでの本質的な議

論が期待できると思います。行政は、その動機付けの役割を果すべきと考えており

ます。と、市長が述べられております。 

それから、市長は選挙期間中の公約でも「第二の合併を視野に入れた市政」を推
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進を掲げられてこられました。 

これに関して第２２回の定例会で石田議員の一般質問の答弁によりますと、第二

の合併を考えるに当たっては、「市は動機付け判断材料の掲示」、「現段階からの調

査研究を進める」、「下地作りの行政」等が必要と答弁されております。 

それ以来、１年半が経過しましたが、私としては、以上のような「合併を視野に

入れた市政」の動きを認識できません。いま述べた点について、どの様に進めてき

たか、そのアクションについて具体的にお尋ねいたします。 

第２４回定例会において大下議員も同様の質問をされております。大下議員が同

様の質問をされている答弁に対して「中学問題の解決策がある程度見えてくる必要

がある」という具合に申されております。２月の臨時議会で２校存続が決まった時、

そういう時点、また去る１１月の臨時議会で基本設計の予算が決定された時点、ど

の時点で、見てきてるんか。まだ、見えていないのか、その辺についてお聞かせ願

いたいと思います。とりあえず、この点についてご答弁をよろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 山口議員のご質問にお答えをいたします。 
   第２の合併に対する私の考え方、そしてこれを踏まえた市政運営方針につきまし

ては、これまでも市議会定例会において、石田議員や大下議員の一般質問にお答え

する形で、申し上げて参りました。 
   すなわち、近隣自治体と共有する歴史や文化、地理的一体性に加え、道州制への

移行など、新たな制度の導入を見据えた場合に、あわら市として、第２の合併を視

野に入れた行政運営が必要であるということです。 
   その際併せて申し上げましたのは、先の芦原町と金津町の合併協議を考えたとき

に、合併特例債や補助金に牽引された行政主導であった感が否めないことから、第

２の合併を進めるに当たっては、市民レベルでの議論を尽くすことが肝要であり、

市民の皆さんの合併への機運をしっかりと確認したうえで、これに当たる必要があ

るということです。 
 昨年９月の大下議員のご質問に対して、第２の合併を考えるための取組は、少な

くとも中学校に関する課題の解決以降とお答えしていることから、両校改修に係る

基本設計の予算が議決された今こそその時期ではないのか、とのお尋ねでございま

すが、私がかねてより申し上げておりますのは、必要なのは、合併を視野に入れた

行政運営であり、合併を前提とした行政運営ではありません。 
   したがいまして、第２の合併のための資料収集や調査研究などは、徐々に行って

参りますが、合併することを前提に市政を運営することや、合併後５年を待たずし

て、新たな行政単位移行のための準備を始めることは、まだまだ足元を固めなけれ

ばならないあわら市にとって、適当ではないというふうに考えております。 
   以上でございます。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 
○５番（山口峰雄君） 只今、ご答弁いただいて、いまだ先へ進める時点になっていな

いという具合に私、理解しました。そういうことを考えて見ますと、まだなってい

ないんかなと、そういう具合に思いますけれど、例えば、１２月３日の中学校の体

育館の改築を、というその要望書が出された時、議会の了解が得られないかぎりは

難しいと答えられたみたいなんですけれど、これなんかも、そういう意味では、そ

れを反映してるんかなと、思わんでもないんです。それから、道州制への行方って

いうことでも、ちょっと市長が合併の視野に入れた市政のやっていくという中での

道州制を見据えながらというような話も出ていましたけれど、道州制が見えるとい

うことは、道州制に対してですね、いろいろ最近の状況を見ますと、今のところ、

あまり盛んになったようで盛んにならないような、例えば、各県の知事が道州制に

賛成の意向示したり、全国町村会は反対したりしているようです。福井県の知事も

あんまり賛成してないと、いうようなこともありますし、それから、朝日新聞のア

ンケートでも、４７都道府県かの中で２７の知事が賛成していると、反対は２人と

そういうこともありますし、麻生首相は、政権発足当時は、「道制に関する基本法

の制定に向け、内閣に検討機関を設置する」と、公明党の政権合意がありますし、

また所信表明演説でも国の出先機関を地方に移した上で「最終的には地域主権型道

州制を目指す」と表明されておりますけれど、最近の麻生首相の言動はいろいろ変

わるので、これまた、ちょっとあまりはっきり進んでいるかどうか不明だと、以上

のようなことを考えますと、道州制移行は、見据えていたらちょっといつになるか

分かんないんで、これまた市長の市政拡大、合併のことを検討する条件にまだなっ

てないじゃないかと、道州制がある程度はっきりしないとならないんでないんかな

ということを思います。それで、先ほど、まだなってないって言われたということ

は、市長が任期までには、もうほとんどやらないんか、それとも事情を踏まえて、

そろそろある程度、中学校も進んだんじゃないかと思いますんで、第２の合併を視

野に入れた市政運営について、今後どの様に進めて、これから先、何か行動を起こ

されるんかどうかについて答弁をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 
○市長（橋本達也君） 今の山口議員のご質問ですけども、合併を考える、あるいは行

動を起こす時期に至っていないというふうに市長は判断しているのではないか、と

いうふうにお聞きしましたけれども、こういう状態に来たら、じゃ動き出しますと

かですね、そういうことではありません。これは大変大きな問題ですし、何度も申

し上げておりますように前回のように行政がですね、先導して進めていくというも

のではないんではないんかなというふうに私は思っております。従いまして、市民

レベルでの合併をするのであれば、どんなメリットがあるのか、何故に合併を目指

すのかというような議論がですね、沸きあがってくるといいますか、そういうこと 
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が私は大事でないかというふうに思っております。そういうことを考えた場合に、

やはりどこと合併とかということは別にしまして、道州制の議論の行く末をですね、

十分、考えながら進めていかなければならないというのは、どなたも同じように考

えられることでないかというふうに思います。決して、これは道州制の結論が出る

のを待ってからやるというような、そういう意味ではございません。道州制という

のは、非常に難しい問題ですし、明治以降の日本の国の在り方を変えようというよ

うなことですので、まだ、先どうなるか分かりませんが、そういう流れを十分見極

めながらです、市民レベルでの議論が進むべきであろうというふうに思っておりま

す。たまたまですけれども、昨日、政府の地方分権改革推進委員会ですか、ここが

第二次勧告を総理に行ったというふうな記事が出ておりましたけれども、まだまだ

分かりませんが、あの委員会も従来は都道府県を単位に考えていた分権改革だった

んですけども、今回、方向転換と言いますか、考え方が変わってどうも都道府県と

いう範ちゅうを超えてですね、分権ということをどうも考え出したと、いうふうに

見られます。そういうことを国の動きなんかも見極めながらですね、あわら市とし

ての第二の合併を進めるのであれば、どういう在り方が望ましいのかということに

ついて、市民レベルでの議論が起きるように今後いろんな、できれば仕掛けという

とちゅっと横着な言い方かもしれませんけれども、行政としてできる努力を今後進

めて生きたいというふうに思っております。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 
○５番（山口峰雄君） 只今の市長のご答弁によりますと、今後、道州制とかそういう

ものを見極めながらやっていくということですけれど、ある程度今までは、あまり

市民に、例えば、市民にいわゆる市民から湧き上がるとか、そういうことを期待さ

れておるんでしょうけれど、やはりこれは、ある程度、政治家がある程度、率先し

て話しかけていかないと湧き上がってこないんでないかと思います。だから、今後

これから、第二の合併というですかね、このままあわら市、三万、あわら市だけで

は、将来、どうでもやっていけないといように考えていると思いますので、それら

をですね、市民レベルと話し合う機会というですからね、何かそういうシンポジー

ムみたいなものも、少しやっていってもらえればと私そう思います。 
   それでは、それはそういう具合にしまして、次の第２の 2 番目の質問、ＰＰＰ、
公民連携の視点からのあわら市の活性化について、今度質問させていただきたいと

思います。ＰＰＰとは、ご存知のようにパブリック・プライベート・パートナーシ

ップと申しまして、公共サービスの実施、公有資産の活用、企業誘致、企業支援、

商店街再生、まちづくり、まちおこしなど幅広い分野における公共的な目的を達成

するために行政、民間企業、ＮＰＯ等市民団体、市民大学などが互いに責任ある役

割を分担して実施する活動であります。とこういう話がですね、今年の７月２３日

に私も参加させてもらいまいまして、東洋大学の先生の報告書といいますか、あり

ました。それにつきましてですね、私も非常に納得といいますか、非常に感動した
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っていうか、そうだなという具合に思ったので、今回、この質問を取り上げさせて

いただきました。 

その先生のお話によりますと、あわら市としては、あわら湯の町駅前の遊休地の

有効利用策を検討してください、というとこで東洋大学地域再生支援プログラム事

業に参加しよう、ということで２００８年の４月にあわら市地域支援プログラム関

心表明を提出しておりますと、その大学へ提出しますと、ちなみに東洋大学という

のちょっと調べてみましたら、塩川先生がですね、総長をされております。小泉内

閣の時の財務大臣されて非常に辛らつな意見を申され、そういった先生がやってお

られるそういう大学で地域再生支援プログラム事業というのをやっておると、それ

に参加するためにあわら市が何かやってくださいという具合に表明されておりま

す。それを受けてですね、２００８年８月４日にＰＰＰ、 公民連携の視点に立っ

たえちぜん鉄道あわら湯のまち駅前多目的用地の有効活用に関する研究報告会が

開催されました。 

その報告会において、サム田淵教授はどういうことを言われていたかと申します

と、あわら湯のまち駅前の公有地の有効活用についての検討を依頼されたが、温泉

の復興以上に真剣に考えなければならないことがあるとの思いにたったと、芦原温

泉の旅館、観光施設から市が得られる収入は、法人税、約２,０００万円、それに

比べ、金津地域にある立地企業から市が得られる法人税は約６億円を超えるという

ような説明を受けたと、そういう報告書に書いてあるわけですが、芦原温泉を復活

させることは重要であるが、そういうこを踏まえてですね、芦原温泉を復活させる

のも重要であるが、それよりも大切なことは、やはり現在、市の主な税収源となっ

ている金津地域の企業群へのサポート、協力を約束して、あわら市に存続してもら

うと、いうようなことを考えるべきだ、ということが書いてあります。これも私は、

非常に納得がいくというところなんです。既存の企業が営業を続けるための援助、

既存の企業の拡張の支援であります。 

拡張事業は新規会社を誘致よりも簡単であります。例えば、細呂木地区でもある

会社がすんでんのところで、拡張するところがですね、これが、隣に行きそうにな

ったと。私は何とか地元で拡張していただけることになっております。そういうこ

とでですね、市として既存の企業への支援に関してどの様な施策を考えているのか、

また今まで実施しているのか、どんなことを実施してきたのか明らかにしていただ

きたいと思います。 

その中で、古屋石塚テクノパークの造成、新道繊維の工場進出の成果、モーショ

ントラストの操業開始等の成果はありますけれど、これは、どこまで市が努力して

上手くいったんか、ということについてもちょっと明らかにしていただきたいと、

そういうことが、まだあまり市民には見えていないと思います。私もあんまり経過、

どんなんなってるんか、ということにあまり分かっていませんので、質問をさせて

いただく次第であります。そういうことで、既存の企業とのの交流をして、いま企

業が何を必要としているか、また将来の拡張計画について聞き出すこと、そういう
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ことが非常に必要じゃないかと。こういうことについて、どのように何回ぐらいや

ってるかとか、そういったことをお聞きすると共にですね、今後どのように進めて

いこうとしているのかについてお聞きしたいと思います。 

この田淵教授によるとですね、あわら市は、非常にダウコーニング社とか、そう

いう立派な企業、世界的な企業の会社があるということで、これをなおざりにして

おくとどっかに逃げてってしまうと、この景気が悪くなればなるほど、他所に行っ

てしまうということが懸念されますので、なるべくこの企業に更に拡張してもらえ

るように今後とも進めていただきたいと思いまして質問をするところであります。 

以上、一つご回答をよろしくお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） ２点目のご質問にお答えいたします。 
   ８月４日に開催したＰＰＰ事業に関する研究報告会は、東洋大学が文部科学省の

支援を受けて行っている「地域再生支援プログラム」に基づくもので、同大学大学

院のサム田渕客員教授と研究室の学生による現地調査等の結果をまとめて発表し

ていただいたものであります。 
   調査の目的は、あわら湯のまち駅前多目的用地の整備に、ＰＰＰ、すなわち公民

連携事業を活用できないかというものでした。 
   この「地域再生支援プログラム」には、調査期間が短期のものと長期のものがあ

りますが、長期の調査を行う場合は、市職員を東洋大学に３ヵ月から半年間派遣す

る必要があることなどから、あわら市では、短期の調査を依頼したものであります。 
 調査期間が極めて短かかったためか、十分に事実確認が行われていない部分もあ

り、たとえば、今ほど議員からお示しいただいた法人市民税額が、旅館やホテルか

らなどのものが５,０００万円、金津地区の立地企業からのものが５億円の誤りであ
ったり、屋台村の外観とそれらから受ける印象をさしたる検証もなく主観で感じる

ままに記載してあったりと、報告書としては満足のいくものとは言えませんでした。 
   しかしながら、誤りがあるとはいえ、法人市民税額に大きな開きがあるのは指摘

のあったとおりであります。 
 ただ、指摘されるまでもなく、中部工業団地や熊坂工業団地をはじめ市内に立地

する企業からの税収が、市にとってきわめて重要な財源であることは、十分認識し

ております。 
   このため、昨年３月には、企業立地促進条例を、今年９月には、既存企業の業務

拡張促進のための条例をそれぞれ制定し、企業の進出や拡張に関しては、他市より

手厚い助成措置を講じているところであります。 
   以下、企業誘致、あるいは拡張に関しての経緯等々につきましては、担当部長の

方から答弁をいたさせますので、よろしくお願いたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 
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○議長（東川継央君） 経済産業部長、坪田清孝君 
○経済産業部長(坪田清孝君) 山口議員のご質問にお答えをいたします。 
   あわら市の既存企業への支援策でございますが、１９年度に制定をしました企業

立地促進条例またはですね、この条例につきましては、新たに誘致した企業のみな

らず、既存企業の規模拡大にも支援の対象となっておりますので、一つよろしくお

願いをいたします。 
   それとまたですね、市民に見えていないとのご指摘でございますが、非常に企業

誘致や経営規模拡大の情報公開というものにつきましては、企業にとりまして、命

とりになりかねないというようなデリケートな部分でありまして、市民というより

も議員皆様方にも見えていない部分があるかなと思っております。 
   現在ですね、モーショントラストの坂井市からの移転進出と、それから古屋石塚

に造成中の工業団地に増設される新道繊維さんの２社しか表には出ておりません

が、すでにあわら市に本社のあります、福井鋲螺さん、それから高嶋技研さん、市

内での経営規模の増設計画を進めておるところであります。用地の買収契約や建設

のための認可・許可等がすでに完了しているという状況であります。 
   なお、モーショントラストや新道繊維の成果が市の努力の成果かとご質問であり

ますが、これら企業誘致や規模拡大の支援につきましては先ほども述べましたが、

昨年から新たな条例の制定、企業誘致室を設置する等いたしまして、迎え入れる状

況も整備し、多くの人達に支えられては参りましたが、当然そこにいる職員が努力

した成果という具合に考えておるところであります。さらに企業誘致の活動であり

ますが、議員がご指摘のとおり、情報の収集が大きな仕事であるという具合に考え

ております。当然ながら誘致室の職員自らが多種多様なところから情報をキャッチ

いたしまして、必要に応じて企業の訪問を随時行っているのが現状であります。 
   なお、お蔭様でですね、先ほど述べましたが、福井鋲螺さんや高嶋技研さんの他

にも市内の企業、２、３の企業から引き合いや相談を受け、地元との間に入って交

渉を進めているところでありますが、大変デリケートな部分であり、このような場

での答弁は控えさせていただきたいと思っております。ご理解を賜りますようお願

いをいたします。今後は、現在進行中の商談交渉は基よりですね、古屋石塚テクノ

パークに残っております、用地の新たな買い手探し、それから企業の誘致に全力で

取組んで参りたいと考えておりますので、議員各位の情報も併せお願いといたしま

して私の答弁とさせていただきます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 
○５番（山口峰雄君） 只今のご答弁いただきまして、努力してるということでありま

すが、詳細についてですね、今日はどこどこの企業行って、どんなんなってるとか、

そんなことは当然、非常に公開しにくいということは分かります。 
   ただ、年に何回とか、企業とですね、交流をこうやってやってるんやとか 
何社集めて何か説明会をしたとか、ただ条例を作っただけで、その条例をどういう
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具合にして企業に周知徹底してるかについては、もうちょっとその、そういうこと

についてですね、我々にもやってるんだぞというような、市民にもですね、姿勢を

見せてほしいなと、そういう具合に思うわけです。 
   それで、もうちょっと、例のＰＰＰの田淵教授の指摘について、少しお伺いした

いと思います。公有地を使ってですね、芦原温泉の復活を考える際の地元の温泉郷

の努力が足りないと先生が指摘されております。 
   例えば、駅前の屋台村なんかも、中途半端と写ったように思います。だから、要

するに必死の努力をしているふうが見えなかったと、これまた調査機関が短かった

から良く分かんなかったんだと言われてしまえば、そうだと思いますけれど、私な

んかも見てましてもですね、あまり温泉自身が非常に努力をしてるという具合なこ

とは感じられなかったという具合に思っております。だから、要するにリスクを背

負ってですね、お金を出してもっと自分らもやるし、それを市がバックアップして

ほしいという具合に考えております。要するに自分もお金を出さないとですね、や

はり真剣にならないと、自分がお金を出し、リスクを担いてやっていくと、それに

ついていけば結構先が見えてくるんじゃないかという具合に思います。その中でで

すね、先生のあれでは、駅前の遊休地に対してですね、産業と組み合わせた開発方

法、利用方法ということを提唱されております。例えば、地熱発電をするとか、会

社の例えば陳列もあわせやると、その陳列館を作ってですね、会社からもお金を出

してもらって、会社のＰＲ、それから温泉のお客もそこへ見に来てもらうと、例え

ば地熱発電なんかやればですね、最近のはやりのエコということでですね、非常に

ＰＲ能力があると思います。 
   これにつきましては、私も消防議会で明石市議会に行った時ですね、ちょっと変

な質問しましてね、明石市消防署の庁舎ですね、明石消防署の庁舎を新築した時に

何か太陽熱の太陽光の発電施設を作ったんで、これは、その上に作ってもですね、

それほど効果ないんでないかと思いましたら、やはりＰＲというんですか、そうい

う姿勢ということを強調されておりました。最後にちょっと先ほども本格的調査に

は非常にお金がかかるとおっしゃっておりましたけれど、その本格調査を依頼する

気持ちとかですね、多分そう言われると、恐らくお金がないからという話になるじ

ゃないかと思いますけれど、その辺の意向をですね、これも、これで終わりかとい

うこととをお聞きし、私が思うにはですね、要するに知識を得るためにもお金を使

わないといけないと、そして、そのあわら市内のものだけがいくら考えてもですね、

そんな、なかなか良いアイデアが出てこないと、やはり立派な東京の大学の先生な

り、他の知識人にお願いすることが、非常に大事、そこから得られる知識をですね、

相手を利用しないとなかなか良いアイデアが出てこないんでないかという具合に

思います。だから中学校にお金をかけるだけでなくてですね、そういう職員教育と

かですね、そういうことにですね、こういう大学、東洋大学の方にですね、職員を

派遣してですね、勉強してもらうと、そういうことも非常にこれからの発展にとっ

て必要じゃないかと思いまして、お話ししているわけで最後にこういう東洋大学だ
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けじゃなくて、東洋大学の本格調査の意向と、それから、そういうこともこれから

やって行く意思があるかどうか、一つご答弁をお願いしたいと思います。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 
○市長（橋本達也君） ご指摘のようにいろんな事業を進めるに当たって専門家のご意

見を伺うということは、非常に大事であると思います。しかしながら、専門家であ

れば全て正しいといいますか、適当な考えが得られるかというとそうではありませ

んで、やはりそういう専門家に意見をお聞きしながらですね、私の責任において、

どのようなやり方が良いのかということを決定していくという作業が必要かとい

うふうに思います。例えば、今ほどご指摘ありましたけども、例えば、湯のまち多

目的広場でですね、地熱発電をしてはどうかというようなご提案もありました。 
  今、議員もご紹介いただきましたけれども、しかし、現在、調べてみましたら、わ

が国では１８の発電所が稼動しております。ところがですね、これは、東北とかあ

るいは九州地方に集中しているようです。 
   この地熱発電と観光を組み合わせてはというようなお考えかと思いますけれど

も、地熱発電所は、コスト面で他の発電方法に比べると大変割高になるということ

がありますし、それから温泉そのものと競合することになります。つまり地熱発電

でエネルギーを抽出することで、温泉そのものが枯渇をしたりですね、あるいは湯

脈の変化ということにつながるという危険性もありますので、やはり常識的に考え

てはですね、あそこでの地熱発電というのは、まず不可能であろうというふうに思

います。勿論、わが国の他の地熱発電所は、温泉観光地とは、まったく関係のない

ところに立地しているというようなことも挙げられるかなというふうに思います。 
   お尋ねの地域再生支援プログラムを継続してやってはどうかということでござ

いますが、今ほども申しましたように、これを本格的に取組もうと思いますと職員

を長期間派遣しなければなりません。これは、ただお金がないという意味のご発言

がございましたけれども、お金があろうがなかろうがですね、そうすることが妥当

かどうかということは独自の判断で、これは行わなければならいというふうに思っ

ております。私は、今この前来ていただいた先生のところでの長期派遣ということ

はやるべきでないというふうに判断をいたしております。ただし、ＰＰＰ事業その

ものにつきましては、部内におきまして、今後も引き続き検討して参りたいという

ふうに思っております。 
   なお、今ほどのご質問の中で中学校ばかりにお金をかけるんではなくてというよ

うなご発言がちらっとありましたが、ちょっと私、脈絡が分かりませんけども、決

してそんなことはございませんで、先ほど来、申し上げておりますように企業立地、

大変順調に進んでおります。今ままでも議会で度々申し上げておりますけれども、

この企業立地にかかる支援費だけで相当な金額になっております。これは度々申し

上げておりますが、これは全て一般財源でありまして、むしろ私としてはですね、

商工業等々に対する財政支出がかなり大きなというふうに思っておりますので、ご
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理解いただきますようにお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ５番、山口峰雄君 
○５番（山口峰雄君） 今、市長は中学校ばかりって言ったのはちょっと誤解でですね、

学校教育ばかりにですね、何か行っているように、議論が行っていると、だから職

員教育とかですね、社会教育にこういった実務の社会人に対する、実務に対する教

育も少しやっていただきたいなというような意味なんで、そこらをちょっと一つよ

ろしくお願いします。 
  それから、例えば地熱発電は当然、そんなもん商業ベースで行けるはずがないん

でですね、そういう例えば明石市の消防署へ行った時にですね、太陽光発電を屋根

の上にあげてやってると、そんなもんは全然、商業ベースに今はまだ太陽光発電は

いかないしですね、そういった意味でエコに協力しているというような観点から宣

伝効果ということで芦原温泉も特に温泉でないんなら、あこへ地熱発電がやってる

実験プラントがあるんだと、じゃ見に行ってこようかというようなことでですね、

やられるのがいいんかと、例えば道後温泉へ行くとからくり時計があると、そうい

うような感じでですね、そのからくり時計があるから、じゃ、あこへ夜になると見

に行くわけですけれど、そういった意味で何かそういったちょっと目立つようなこ

とをですね、考えられたらということでですね、思うわけで、大体時間もそろそろ

来ましたので、これにて質問を終わりたいと思います。 
 

◇関山博夫君 
○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、７番、関山博夫君の一般質問を許

可します。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君 
○７番（関山博夫君） 今ほど、１番バッターの山口議員が非常に多岐に亘ってお話な

さってましたので、私は、もうちょっと要領といいますか、簡潔にですね質問させ

ていただきたいと思います。 
   それではですね、質問の内容、はしかですね、はしかの大流行があるんだという

ふうなことを聞きます。はしかといいますと私らは、昔、子供の時にですね、予防

接種をさせていただいたんですけども、そういうものがずーっと持続するんじゃな

いかということだったんですけども、何かそういうことではないということでござ

います。ウィッキペディアという一つのインターネットの中から検索をしますとで

すね、これぐらいの大きい資料が出てきております。その中を検証いたしますと、

子供さんがですね、いわゆる全て強制的にやってきたことから、そういうものが離

れたという時があるということでございます。また２０００年ぐらいからは、そう

いうものをまた定期的な形になったと、そういうふうなことがですね、書かれてい

るわけでございます。資料を全部読めば非常に時間かかってしまいます。その中で
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ですね、いわゆるＮＨＫがですね、１２月の１日に今年も全国的にはしかの大流行、

いわゆるパンデミックという言葉を使いますけども、はしかの大流行があるんだよ

と、子供の時に予防措置をしていない１０代から２０代の子供達と言いますか、青

年と言いますかね、子供の時に予防接種をしていない人は、大人になってから感染

すると重い症状が出て大変な後遺症や障害が出ることもあると、また生命の危険に

さらされることもありますというようなことを述べていたというふうに記憶して

おります。その中でですね、いえば私、所轄のですね、部分でございますので、こ

れやめておこうかなと思ったんですが、しかし、冬になりますとですね、一段と寒

さも増してですね、身にしみるわけでございますけども、そんな中ではしかと、そ

してインフルエンザ、さらにはですね、新型インフルエンザというものが予期され

ているわけでございますね、以前は、サース、鳥から人という部分でですね、どち

らかというと熱帯地方の方のインドネシアとかタイとかそういうところでの、ある

いはベトナムとかいうところでの発生だったように記憶しておりますが、そうでは

なくて、人から人という部分がですね、突然変異になって、そして我々を侵食する。

もちろん私達はですね、市民生活の中でですね、これは全て予防ばっかりしていて

は、それは要するに生きていくことはできませんので、もちろん胸を張ってですね、

強く生きていくことが大事なわけでございますけれども、この我が市においてです

ね、できることがされているのかな、あるいはそういう予防的なプログラムをです

ね、いわゆる確立されようとしているのか、あるいは確立しているのか、というこ

とについてですね、お尋ねをさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、川島清一君 
○市民福祉部長（川島清一君） それでは、只今の関山議員のご質問にお答えをいたし

ます。 

最初に、麻しん対策の必要性及び対策について申し上げます。 

麻しんは、普通「はしか」ともよばれ、感染力が非常に強く、一度発生するとそ

のまん延の防止が非常に困難であります。また、麻しんの対策として、最も有効な

のは、その発生の予防でありまして、基本は、予防接種であると言われております。 

昭和５１年から予防接種法の規定に基づき麻しんの接種勧奨を行い、予防及びま

ん延の防止に努めて参りました。 

平成１８年からは、予防接種法の改正により、それまでの１回から２回の接種に

増え、１歳児と５歳児においてそれぞれ接種を実施し、より確実な免疫の獲得を図

って参りました。 

しかしながら、平成１９年に都市圏におきまして、１０代、２０代を中心とした

年齢層で麻しんが大流行し、高等学校や大学において休校等の措置がとられ、大き

な混乱が生じております。 

国ではこうした事態を受け、平成２０年度からの５年間を、麻しんの排除のため
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の対策期間と定めまして、新たに中学１年生と高校３年生に相当する年令の者を、

時限的に接種対象者として追加することとなりました。 

当市におきましても、本年４月より、今までの接種対象者である１歳児、５歳児

に中学１年生と高校３年生に相当する年令の者を追加するとともに、これを無料で

実施し、予防対策を強化しておるところでございます。 

ところで、福井県の麻しん予防接種率は、全国第一位でございます。あわら市の

接種率につきましても、すべての年令層において県内で上位となっております。 

今後も、未接種者への接種勧奨を行うとともに、児童福祉施設、学校等との連携

により、未罹患であり、かつ、麻しんの予防接種を必要回数接種していない方に対

し、接種の勧奨を積極的に行って参りたいと考えております。 

市民への情報提供を広報紙、ホームページ等を通じ積極的に実施して参りますの

で、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。 

次に、インフルエンザ対策についてでございますが、毎年この冬に流行いたしま

す通常のインフルエンザ予防の基本、これも流行前の予防接種であります。 

特に高齢者が罹患すると重篤になりやすい、それらのことから、予防接種法に基

づき６５歳以上の方及び６０歳以上６４歳未満の方で心臓や腎臓、呼吸器等に重い

病気のある方に対しては、接種料金の一部として、１人につき１,５００円の助成

を行うこととし、接種の周知を図っております。 

また、乳幼児につきましても、接種料金の一部助成を検討して参りたいと考えて

おります。 

ところで、近年、世界各地で流行しております鳥インフルエンザにつきましては、

今のところ人から人への感染は基本的にはないということでありますが、鳥インフ

ルエンザが流行する中、このウイルスが突然に変異し、人から人へと感染する新型

インフルエンザウイルスが出現することが危惧されているところでございます。 

このような状況を踏まえて、県では新型インフルエンザ対策として、発生時の感

染拡大防止、診断・治療体制の確保などの対策を盛り込んだ「福井県新型インフル

エンザ対策行動計画」を策定し、新型インフルエンザの出現に対応できるよう準備

を進めております。 

市といたしましては、新型インフルエンザを危機管理として捉え、県や近隣市町

と連携を図りながら対策を検討して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） ７番、関山博夫君 

○７番（関山博夫君） 今ほど、市民福祉部長の川島氏の方から克明にお話をいただき

ました。もう理解しているところでございます。しかし、はっきり言いますとです

ね、いわゆる過日、福井県の健康福祉部健康増進課の方からこれだけの資料がです

ね、いわゆるあったということでございます。その中でですね、我々、議員はです

ね、市民の生命、財産を要するに保全すべく、いわゆる最大の努力をしていくこと
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が考えられるわけでございますけども、その中でですね、通常のインフルエンザで

はなくて、人から人への新型インフルエンザもですね、いわゆる一つのシミュレー

ションとしてですね、恐らく県がお考えなさり、そして我々市の方もそれに即して

対応していくことになるんであろうと思います。その中でですね、一つ警告といい

ますか、どういうことかということに付きますと、この前のニュースの中でもです

ね、ＮＨＫのニュースの中で福井県においてのパンデミックスの時の被害想定をで

すね、いわゆる８０万人県民に対して、１６万人のいわゆる患者が発生すると、そ

して入院患者は１万２千人におよぶと、そして、これは残念ながらですね、それが

大流行になった場合はですね、押さえられない場合には、４千人の死亡ということ

の報告があるわけでございます。そのパンデミックスにならないことは、我々がこ

の英知を含めてですね、そして最大の努力をし、予防策を講じることであると思い

ますので、これ再質問はいたしませんけれどもですね、この市当局に置かれまして

は、一つ子供さんのもちろん全市民でございますけど、特に子供さん、学校閉鎖等

がですね、ならないように、そして、また円滑な市のいわゆる市民の生活がですね、

いわゆるそのパニックにならないようにですね、十分一つ県の指導の下でですね、

我が市も対応していただきますように、そういうことを一つお話させていただきま

して質問にかえさせていただきます。本日はありがとうございます。 

 

◇宮崎 修君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１５番、宮崎 修君の一般質問を

許可します。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  早速、通告に従いまして質問をさせていただきたいと思います。 

私は、今回、定額給付金についてですね、これともう一点、女性の力を発揮する

ための公明党が打ち出しております、女性サポートプランについて市長の認識をお

伺いしたいとこのように思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

政府与党の新たな経済対策の柱の一つとしてあげられている、この定額給付金に

ついてお伺いを先ずいたします。 
   現在、急激な物価高と所得の伸び悩みに苦しむ家計を応援するために、この生活

支援として、いわゆる社会政策とリーマンブラザーズ等の破綻による世界的な金融

危機、金融不安による経済悪化に対応するための経済対策というこの二つの目的で、

政府の第二次補正予算に総額２兆円の定額給付金が盛り込まれております。 
さて、この給付という政策ですあります。この給付という政策でありますが、世

界では、この１０年、特にこの 2年の間にこの給付付き減税というこの制度といい
ますか、多くの国で実施されているという現実であります。そのような流れになっ

ている中で従来の景気対策の中で減税は大きな力でありましたが、昨今は減税の恩

恵に与らない人にも併せて給付をするということが重要であるとの考え方から、給
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付を付けた減税策、そういう形をとっております。 
フランス、オランダ、イギリス、カナダ、アメリカ、韓国などで実施、または実

施されようとしております。 
今回の政府与党では、定額給付金という形をとっておりますけれども、裏を返せ

ば給付付き定額減税といってよい政策なのであります。従って、この給付という政

策は、世界の中の新たな景気対策及び社会政策としての流れとなっており、全く今

の時期に叶ったものといえるものではないかと思います。 
本来８月２９日の与党緊急経済対策では、景気悪化及び生活支援策として公明党

は定額減税を考えておりました。しかし、この定額減税では、課税世帯しか恩恵を

受けられません。また、所得税減税の時期がサラリーマンは３月、自営業者では来

年の１２月になり、さらに住民税は 6月にならないとできないことから、減税時期
が分散し、経済政策として考えた場合には、景気浮揚として考えた場合ですね、経

済浮揚効果といいますか、浮揚力が薄くなるために一時期にきちんとほとんどの

方々に行き渡るように、そういう恩恵が受けられるように定額給付という形にした

ものと理解をいたしておりますけれども、この定額給付金に対して、評論家やマス

コミが様々な批判を述べておりますが、１１月１７日付けの日本経済新聞、この報

道では６３％の人が期待をすると答えております。 
回答者が賛成の理由として最も多く挙げたのが「家計が非常に厳しいので助か

る」との回答が４８％、記事では家計の厳しさが最も多かったことについて、確か

に日々の食卓に欠かせない食料品などの値上げで家計は以前より苦しくなってい

るとしています。 
国民の反応は様々であります。評価しない結果の多くは、所得制限をめぐっての

議論によるものだと思います。 
私共も、この定額給付金に対して大きな期待をしているところでありますけれど

も、先日、日本政策金融公庫というところと、福井県信用保証協会に最近どの業種

が悪化しているのかをお聞きいたしましたところ、口を揃えて建設業や不動産業、

当然であります。また、小売業や飲食業、これが非常に厳しくなってきているとい

う答えでありました。 

特にこの定額給付金は、この悪化している小売や飲食に利用されると考えており

ます。業界に大きな追い風を送るものとなり、消費が拡大しお金の循環が促進され

るという、この景気を喚起するそういう効果が期待されています。 

日本商工会議所の岡村会頭は、この景気の厳しい状況等の報告が相次ぐなか、定

額給付金は大変ありがたいし、助かっていると述べています。 

また、経済効果がないのではとの批判もありますが、その多くは定額給付金のＧ

ＤＰの押し上げ効果が０.１％にとどまり、消費に回るのは、4分の１程度ではない

かとする内閣府の推計の論拠によるものであります。 

この推計は、物価や所得がおおむね低めで安定していたバブル期を除く１９９０ 

年から２００６年までのデーターに基づいておるからであります。急激な物価高
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の一方で、所得の減少という現在の状況に全く当てはまらないのではないのでし

ょうか。 

このことは、内閣府の当局者も認めております。 

むしろ、総務省の家計調査では、収入の中から消費に回る割合は昨年の秋以降、

物価上昇に伴い高水準にあります。 

また、高齢化に伴い、１９９９年度の１０％だった家計貯蓄率、つまり、収入

のうちの貯蓄に回す割合というのが２００６年度では３分の１の３．２％へと下

落しており、１０％だったのが３．２％に下落しており、今後もこの傾向は続く

ものと思われます。 

こうした現状に物価上昇が追い討ちをかけており、給付金が入れば消費に回さ

ざるをえない、というのが多くの家計の実態ではないでしょうか。 

従って、ＧＤＰをもっと高く押し上げる効果があると思います。０.４％ぐら

いがそのＧＤＰを押し上げるのではないかと言われております。 

さらに、ばら撒き批判との批判も強くあるようでありますが、緊急事態ともい

うべき今のこの経済状況の中で、むしろ、政治が何もしないことの方が極めて鈍

感であり無慈悲ではないかと思うのであります。 

アメリカでは、オバマ次期大統領が勤労世帯の９５％を対象に減税を行う方針

を打ち出しています。 

消費拡大を狙った減税もしくは給付は、世界的にも当たり前の景気対策であり

ます。 

そこでお伺いを致します。まず、金融危機による市民生活への影響を市長は、

現在どのように認識しておられますかお伺いをいたします。 

また、政府与党が補正予算に盛り込んだ定額給付金について、どのような期待

を持っておられるのかお伺いをいたします。 

更に、この定額給付金は国のガイドラインに沿って、高額所得者を除く問題も

含め各市町村が実情に応じて、交付要綱を作り対応することになっております。 

来年の１月５日に予定されております、通常国会、第二次補正予算が通れば定

額給付金の実施は、来年３月頃と予想されますが、様々な事務処理が必要とされ、

スピーディーな対応とスムーズな運用、そして無事故のための準備作業に万全な

体制が必要であると考えます。 

従って、プロジェクトチームを早急に立ち上げるなどの体制作りが必要ではな

いかと思っておりますが、高額所得者問題を含め市長の認識と今後の対応をお伺

いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 宮崎議員のご質問にお答えをいたします。 

    「定額給付金」につきましては、政府・与党の追加経済対策の目玉の一つとし

て、年明け早々にも提出される国の第２次補正予算案に盛り込まれる予定でありま
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す。 

   給付額は、ご案内のとおり、１人につき１万２,０００円、１８歳以下と６５歳

以上の者には８,０００円ずつ加算することとし、総額２兆円に上る給付金を、永

住外国人も含む全世帯に給付しようとするものであります。 

 ところで、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機により

まして、急激な株価の暴落や円高の進行など日本経済に大きな影響が出ております。 

   最近の新聞報道等によれば、今まで非常に堅調だった企業も含め、期間従業員な

どの非正規職員の削減や新規採用職員の内定取消しなどが相次いでいることから、 

国内の景気後退がさらに進むのではないかと懸念されるところであります。 

本市におきましても、多くの企業が厳しい経営を強いられているところであり、

今後、市民の皆様にとりましても生活に支障を生じるような事態も想定されるとこ

ろであります。 

 政府・与党としては、この様な現状を踏まえて、住民の不安に対処し、生活支援

を行うとともに、地域の経済対策に資することを目的に「定額給付金」を給付しよ

うとするものであり、私といたしましても、生活に困窮している方々に対しての一

助になるものと思っておりますし、地域経済の活性化にも貢献するものと期待をい

たしております。 

   なお、先月の２８日に総務省が都道府県、政令市の担当者説明会を開催しており

ますが、資料につきましては、あくまでも「たたき台」として示されたものであり、

今後地方公共団体から意見を集約して、内容の詳細を詰めていくとのことでありま

す。 

   この中で、政府･与党が市区町村の判断に委ねるとしていた所得制限については、

「給付の差異を設けないことが基本」であると明記しており、本市といたしまして

も所得制限は設けない方向で考えております。 

   ちなみに、市では、これに先立ち、先月１７日に関係各課を集め「定額給付金に

係る打合せ会」を開催しておりますが、まだ原案も示されていない段階であること

から、今後想定される問題点の洗い出しを指示したところであります。 

   また、福井県においても、去る４日に市町の担当者を集めて意見交換会を開催し

ているところであり、今後、国、県の動向を見極めながら、事務を進めて参りたい

と考えております。 

 なお、議員ご提案のプロジェクトチームの立ち上げについてでありますが、現在

のところは総務課において対応させておりますが、今後、諸問題を整理していく中

で、関係各課と連携させながら万全の体制を敷いて参りたいと考えております。 

   また、「定額給付金」の給付を装った振り込め詐欺事件も各地で既に起きている

ことから、その防止等についても、早急に広報をしたいと考えております。 

いずれにいたしましても、定額給付金の給付に関しましては、スムーズに、また

間違いのないように進めて参りたいと考えておりますので、議員各位のご理解ご協

力をお願いいたします。 
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（「議長」と呼ぶ者あり） 
○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 
○15番(宮崎 修君)  ありがとうございます。ありがとうと言えば良いのかどうかわ

かりませんけれども、とにかく、この今のあわら市内、私、仕事柄といいますか、

良く回っておりますと、大変この今回の定額給付金、期待をされている方が非常に

多く折られます。そういう中にあって、本当にこのきちんと無事故でですね、いろ

んなとこから変な電話がかかってきたり、そういうことがあっても、そういうこと

がないというような方法といいますかね、そういうものをやはり、いち早くやっぱ

りそういう対応をしていく、これがどういう順序でいくんですよということが分か

らないと、いわば、「あわら市の方から来た者ですが」とかですね、「こういう書類

がちっとほしいんです。」とか、「口座番号がほしいんです。」とかっていうような

ことで高齢者の方々のところに回った場合、回るようなことがですね、ないとは言

えませんので一ついろんな関係機関といろんなことを想定した上での周知徹底と

いうのがね、非常に大事かなと思います。また、あわら市３万２千のこの人口でで

すね、それだけの給付金が入ってくるということで非常にこの地元の商店とかです

ね、いろんなところで消費をしていただく、そういう呼びかけもですね、検討とし

てきちんと対応していただきたい、このように思っておりますので、一つ重ねて認

識をお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 宮崎議員、いろいろとご心配されていること、皆さん共通にも

っていると思いますので、十分その辺は、慎重にまた趣旨が徹底するように進めて

いきたいと思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  では、次の女性の力を発揮するための女性サポートに対しての

認識について、お伺いをいたします。 

   ２１世紀はですね、女性の世紀という、私も議会で言ったことがあると思います

が、そう言われて久しくなります。一人ひとりの人間がですね、尊重される平和で

豊かな社会を形成する前提として、何よりも先ず社会的、文化的に形成された性別

役割にとらわれない、いわゆるジェンダーフリーであるということはいうまでもあ

りません。 

   しかし、現在実際にはですね、女性に対する偏見、慣習的な差別も、未だに社会

の各方面で根強く残っていることも事実でありますし、平和、福祉、環境、教育等

ソフトパワーによる地域の活性化といっても、こうした偏見や差別を打ち破り、地

域の女性がみずみずしく女性力をしっかり発揮できるかどうかにかかっておりま

す。 
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このことは、金融不安、経済の減速が急激に顕在化し始めているこの今だからこ

そ、ますます重みを増していくに違いないのではないかと思っております。 

また、一方で急激な少子高齢化の進展のほとんどは、この女性の力にかかってい

るといっても過言ではないと思っております。  

従って、女性の力を大いに発揮するための女性サポートに対して市長の認識と対

応をお伺いいたしたいと思います。 

 まず、一点目ですけども、経済減速、雇用情勢の一段の悪化の中で、子育て世代

の男性を取り巻く労働環境は厳しいものがあります。自動車関係、不動産関係、い

ろんな業界で、特にこの人材派遣のそういう非正規社員と言いますか、そういう

方々の失業が相次いでいるという、そういう厳しい労働環境の中で、この女性は、

特にこの男性以上に厳しいものがあると思います。根付き始めたワークライフバラ

ンスと言いますか、そういうものが大きく後退することが懸念されております。男

女共同参画を推進する地方自治体の役割と対応について、先ず、お伺いをしておき

たいと思います。 

 二つ目に経済の減速は身近な環境問題に取り組む絶好のチャンスであります。家

庭からの温室効果ガスの排出が増加の一途をたどっている中で注目されつつある

のが、今年度から環境省が家庭部門からの削減の切り札としてモデル事業をスター

トしたエコポイントでございますけれども、エコポイントは、消費者が温暖化対策

型の商品やサービスを購入した際に付与され、新たな商品やサービスを購入できた

り、電子マネーなどにも交換できることができるという制度でございます。消費者

にとって省エネ、温暖化防止に貢献した分だけ、経済的な価値で還元されるそうい

う仕組みだけに家庭で楽しみながらエコライスを進めることができ、その効果が期

待をされております。その具体化に向けたですね、あわら市の取り組みがあればお

伺いをいたしたいと思います。 

 ３番目に女性の力、女性力、この女性力発揮に不可欠なのが、先ず女性の健康で

あります。そのために身近な場で多角的な支援を受けられるように予防接種や治療

歴、出産、健康診断の記録がひと目で分かる健康パスポートのようなものを発行は

地方自治体でこそ必須の女性サポート施策であると考えております。それに基づく

検診、健康総合相談さらには出産や病気治療に役立て、女性特有のそれも、個人ニ

ーズにあった対応が必要なのではないかと思います。健康で充実した人生を支援す

るというこの健康パスポート、この実現に向けた考え方をお伺いいたしたいと思い

ます。 

 ４番目には、国の第２次経済対策には１４回分の妊婦検診の無料化が盛り込まれ

ております。その財源は、財政措置されていない残りの９回分の半分を国庫補助で、

２分の１がですね、財政措置で行うことになっております。 

 あわら市においては、この今まで当局の努力によりまして、検診は全国平均より

も若干上といいますか、５回まで、また里帰り出産、助産師出産等にも適用できる

という子育て支援にやさしい、この制度が今取り組まれております。非常に感謝の
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声があがっておる中で、更なる拡充策についての期待の声も寄せられております。 

 そこで、本市の今後の取り組みについてお伺いをいたしたいと思います。 
   これは、検診後の１４回分の妊婦検診の無料化についての取り組みついてお伺い

をいたします。 
   ５番目に昨年は、奈良や最近では東京で、また北海道においても、このいろんな

妊婦が病院のたらい回しと言いますか、受け入れ拒否によって死亡した問題、医療

体制が手厚いはずの大都市でも、このような安心の出産が確保できない深刻な状況

になっております。あわら市においてもいろんな不安の声をお聞きいたしておりま

すのでが、母体、胎児、新生児を総合的に管理して、母子の健康を守るこの周産期

医療と言いますか、この妊婦の救命救急体勢の現状課題このことについて５点、お

伺いをいたします。以上でございます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

まず、「男女共同参画」を推進する地方自治体の役割と対応についてであります

が、平成１１年に制定された男女共同参画社会基本法に、国の責務、地方公共団体

の責務、国民の責務が規定されており、法制定以来、それぞれにおいて、男女共同

参画社会の実現に向け、努力を重ねているところであります。 

市におきましても、国の基本理念にのっとり、平成１７年に「あわら男女共同参

画プラン」を策定し、家庭･地域での慣習・しきたりの見直しや意識改革、各種審

議会等への女性委員の登用推進、母性保護対策といった具体的施策の実施に努めて

おります。 

なかでも、生涯を通じた男女の健康づくりの推進に関する施策、特に女性の健康

管理に関する施策はこの少子化の時代にあっては非常に重要なものであると認識

をいたしております。 

ところで、議員ご紹介の「エコ・ポイント」についてでありますが、環境省では、

家庭部門での温暖化ガス排出抑制に極めて有効な制度として、平成２０年度にモデ

ル事業を実施し、その成果を踏まえ、平成２１年度から、本格的に全国展開を図り、

経済的に自立したビジネスモデルとして制度の確立を目指すこととしております。 

   本年度におきましては、モデル事業として、企業が主体となった全国型３事業、

地域の商店街や非営利法人等が主体となり、地域の特徴を生かした独自の地域型９

事業を実施しておりますが、今後、自立発展するモデルとするためには、多くの企

業や商店街の積極的な参加など、より広域的な対応が必要であると考えております。 

   いずれにいたしましても、この制度は、消費者にとって、省エネ・温暖化防止に

貢献した分だけ、経済的な価値で還元されるなど効果的な仕組となっており、市と

いたしましても、全国の先進事例等を十分調査、研究して参りたいと考えておりま

す。 

次に、女性の「健康パスポート」について申し上げます。 
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自分自身の健康管理を行う、予防接種歴、病歴、治療歴、出産、がん検診及び健

康診査などの記録が記載でき、安全な出産や女性特有の病気の予防に役立てられる

と思われる「健康パスポート」の発行につきましては、検討して参りたいと考えて

おります。 

次に、妊婦健診の拡充策について申し上げます。 

現在、本市で実施しております妊婦健診は、県内外の医療機関に委託し、第１子・

第２子につきましては５回の助成をし、第３子以降につきましては、１４回の助成

を行っております。また、今年度より、子育て支援対策の一環として、県内初の産

婦健診の助成を始めたところであります。 

なお、今後に向けては、第１子・第２子につきましても、健診助成回数の拡充を

検討して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいたします。 

最後に、周産期医療と妊婦の救命救急体制について申し上げます。 

全国では、産科医不足が深刻さを増し、問題となっております。しかし、福井県

の平成１８年における、人口１０万人当たりに対する医師の数は９人であり、全国  

平均７.９人より１.１人多い状況となっております。 

福井県の医療提供体制における、周産期医療システムはリスクの高い妊婦に対す

る医療及び高度な新生児医療を行い、２４時間受け入れ体制をとる総合周産期母子

医療センターとして、福井県立病院が指定されており、福井大学医学部付属病院を

支援医療機関として位置づけております。 

また、周産期にかかる比較的高度な医療を行う、地域周産期母子医療センターと

いたしまして、嶺北地区では福井愛育病院等３医療機関と嶺南の２医療機関が指定

されております。 

通常分娩は開業医が十分対応しており、ハイリスク分娩時には開業医と周産期母

子医療センターや支援医療機関が連携して対応しておりますので、現在は県内一部

地域を除いては、医師不足による問題は生じていないと認識しております。 

市の取り組みといたしましては、安全で安心な出産を迎えるためには、妊娠中の

健康管理が重要であることから、現在、妊娠をされますと、市において母子健康手

帳を発行し、妊婦健診の定期的な受診勧奨をするとともに、かかりつけ医の状況、

妊婦の健康状態等の把握をし、必要な方へは市保健師による家庭訪問や相談事業を

実施し、妊婦への支援を行っております。 

これら女性をサポートしていくことは、「若い世代が住み、産み、育てたくなる

まちづくり」のためにも大変重要な施策であると認識いたしておりますので、ご理

解を賜りますようお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １５番、宮崎 修君 

○15 番(宮崎 修君)  今回は、本当に市民がこのことを確認の上、聞いていただきた

いというような形で質問をさせていただきましたので、市長の今、言われたこの答

弁はですね、多くの市民が聞いて、今後、また次の課題へと、また質問を展開して
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いきたいと思いますので、また今回はこれで質問を終わらせていただきます。 

   以上でございます。 

 

◇穴田満雄君 

○議長（東川継央君） 続きまして、通告順に従い、１６番、穴田満雄君の一般質問を

許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  それでは、１６番、穴田満雄、一般質問を２点ほどしてみたい

と思います。 

   その前に今朝ほど議員の控え室へ出てきましたら、東の山々が白くなっておりま

した。私、子供のころからやね、東の山々が白くなると本格的な冬の到来だと、両

親からそのように教えられております。先ほど、関山議員の一般質問の中にもあり

ましたけれども、かなりインフルエンザが流行してると、流行っているということ

でございますので、一つ理事者の皆様方、あるいは議員皆様方も健康には十分留意

していただきたいとこのように思います。 

   それでは、一般質問に入っていきます。まず、食育についてから問うていきたい

とこのように思っております。 

   最近、食育という言葉をあちこちで耳にします。平成１７年の６月に食育基本法

が制定され、国も企業も、あるいは家庭も食育を進めようとこういう機運が盛り上

がっております。 

食育という言葉ですけれども、これは明治３１年、１８９８年、今から１００年

ちょっと前ですね、福井県小浜市に生まれました石塚左玄氏が「通俗食物養生法」

に食育を記したのが始まりと言われております。そこにはどういうことが書かれて

いるかといいますと「今日の小児に必要なのは、知育、これは言葉で覚える知識な

どのことを言います。それから、徳育、これは、ありがとうなどの心の問題、それ

から体育、これは、自分の体が自分の思うように動かせる力、この知育、徳育、体

育、よりも何が大事かと言いますと、これは食育が先であると、このように言われ

ており、知育、徳育、体育の根元も食育にありますよと、このように書いておりま

す。この精神が今ほど言いました、食育基本法の精神になっているとこのようにも

言われています。食育と言いますと、国民一人一人が、生涯を通じた健全な食生活

の実現や健康の確保などが図れるよう、自らの食について考える習慣や食知識と食

を選択する判断力を楽しく身につけるための学習でもあると、このようにも言われ

ております。 

それで食育基本法ですが、これは前文と全３３条からなっておりまして、健全な

心と人間性を養い、豊かな人間性を育むことにより、健康で文化的な国民生活と豊

かで、活力ある社会を実現することを目的としております。 

さらに、前文では国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や
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生活習慣病の増加、過度の痩身志向等の問題に加え、新たな「食」の安全問題や、

「食」の外国依存問題が発生しており、「食」に関する情報が社会に氾濫する中で、

人々は食生活の改善の面からも、自らの「食」のあり方を学ぶことが求められてお

ります。 

ここで、食育基本法の条文をですね、アバウト的に列記してみますと、第２条で

は国民の心身の健康の増進と豊かな人間形成について、それから、第３条では食に

関する感謝の念、感謝の気持ちですね、これと理解について、それから第１０条で

は、地方公共団体の責務について、第１８条では、市町村食育推進計画について、

第２０条では、学校、あるいは保育所等における食育の推進についてと、こういう

条文等が記述されています。そこで、市長にお尋ねします。今ほど言いました、第

１０条の地方公共団体の責務については、当市としまして、どのような対策を考え

ておられるのかと。それから、２つ目ですけれども、第２０条に記述されておりま

す、学校、あるいは保育所等における食育の推進については、教育現場で食育等の

知識の啓発をどのように行っておるのかと。先ず、この２点をお尋ねして一番最初

の質問を終わりたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） 穴田議員のご質問にお答えをいたします。 
議員ご承知のとおり、食育基本法第１０条では、「地方公共団体は、基本理念に

のっとり、食育の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地方公共団体の区域の

特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する」と謳われてお

ります。 

法の制定により、地域における栄養・食生活の改善のための取り組みの更なる推

進が求められております。 

保健対策におきましては、健康づくり及び栄養・食生活の改善を推進することが

一層重要となってきております。このため、妊娠期から高齢期までのライフステー

ジに応じた取り組みを、栄養士並びに食生活改善推進員が指導者となり、実施する

ものであります。 

具体的には、生涯を通じて、市民一人ひとりが健全な食生活の実現及び食文化の

継承、健康の確保ができるように、自らの食事について考える習慣や食事に対する

知識や判断力を身につけることが必要となります。 

市では、各指導者の方々の協力を得て、妊婦教室、親子料理教室、介護予防教室

など多くの事業において、食育に関する学習を年間約８０回、延べ１,８００人に

対して実施しております。 

今後、保健、福祉、農林水産、環境、教育等の連携の強化を図り、あわら市の特

性を生かした、健康づくり及び栄養・食生活の改善に関する施策を、総合的かつ計

画的に推進して参りたいと考えておりますので、ご理解を賜りますようお願いいた 

します。 
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 なお、学校、保育所等における食育に関する取り組みにつきましては、それぞれ

担当部長から答弁いたさせますのでよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市民福祉部長、川島清一君 

○市民福祉部長（川島清一君） それでは、私の方から保育所での「保育」の取り組み

についてお答えをして参ります。 
   「食育」とは、食を通じて子どもを育てていくことであります。それにはまず、

「楽しく食べる子ども」、このような子供を育てることから始まると考えておりま

す。 
   あわら市の保育施設に勤務する保育士、栄養士、また調理師で構成いたします「食

育部会」では、「早寝・早起き・朝ごはん」を基本方針に取り組んでおります。こ

れにつきましては、基本的生活習慣を身につけることからはじまるので、家庭との

連携を取りながら進めております。 
また、毎月発行している給食だよりや各行事を通じて、食の大切さ・食べる楽し

さを伝えております。特に毎年秋頃に実施をいたしております、保育まつりの「つ

どいの広場」では食育コーナーを設け、地域で採れる食材の展示や試食を行なうこ

とで、保護者への啓発も併せて行なっております。 
一方、毎日の保育の中では、給食献立に使われている食材の説明や体の中での働

きなど、年齢に応じた指導を行い、生涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな

人間性を育んでいく基礎作りを行なっております。 
   これからも、保育所の幼児期における食育の在り方として、楽しく食べるという

ことが体の栄養であり、また健全な精神の育成につながるという考えを持ちながら

保育に努めて参りたいと考えておりますのでご理解いただきますようお願いを申し

上げます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君 
○教育部長(出店 学君) 学校現場における食育の状況についてのご質問には、私の方
からお答えをさせていただきます。 
ご承知のとおり、近年、各方面で食育の推進が大きく取り上げられるようになり

ましたのは、国民の食生活をめぐる環境が大きく変化して、その影響が顕在化して

いるためであります。 
このことは議員ご指摘のとおり、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病

の増加、食材の海外への依存、そして伝統的な食文化の危機や食の安全等の問題が

生じているからだというふうに言われております。 
このため本市では、子どもたちに食に関する正しい知識を身につけさせ、将来、

健康で豊かな生活を送ることができるように、これまで、給食主任、栄養職員及び

学級担任等が中心となって、教育活動全体の中で食育を行ってきたところでありま

す。 
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さらに、平成１７年６月の食育基本法の制定を受けまして、市内各学校の給食主

任、栄養職員等で構成いたします、「食育推進委員会」を立ち上げ、指導方法など

について協議を重ねて参りました。 
この結果、食に関する指導の全体計画や年間指導計画を作成するとともに、各学

年に応じました食の教育など、学校における食育のみならず、保護者にも食育への

ご理解とご協力をいただくために、定期的に「食育だより」を発行し、食に関する

実態調査の結果報告や各学校での取組みの紹介などを行っているところでござい

ます。 
また、試食会の実施や保護者会等でも食の大切さの啓発を行っており、食事のマ

ナー、偏食等につきましても、毎日の給食時間中に繰り返し指導を行うことにより

まして、学年を進むにつれ改善がみられているところでございます。 
一方、食の安全・安心面からも、積極的に地元の食材を給食に取り入れるよう心

がけており、あわら市食生活改善推進委員の方々とともに、郷土の伝承料理を学ぶ 

調理実習等を行い、地域や食材について学んでおります。 
今後も、地域の方々や生産者との食の交流などを通しまして、家庭や地域に食育

の輪を広げて実践活動を展開して参りたいというふうに考えておりますので、ご理

解をいただきますようよろしくお願い申し上げます。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今ほど、市長それからお二人方の部長の方から丁寧にやね、答

弁いただきました。ある程度、私も理解できたと、このように思っております。 

   それで、今、答弁の中にやね、食の安全安心の面からも、積極的に地元の食材を

給食に取入れ云々と、こういう言葉が使われておりました。私、これは大変良いこ

とだなと言いますのは今やね、全国的にこの地産地消ちゅう言葉がやかましく使わ

れております。ですから、私１００％とは言いませんけれども、やっぱ地元で取れ

たそういうやね、産物を多いに給食にも利用していただくと、それが強いてはやね、

子供があわら市、地元を愛することにつながってくるんじゃないかとこのように思

っております。それで、この食育を通じてですけれども、最近私ね、特に感じるの

が、家の子供なんかもそうなんですけれども、感謝の気持ちがやね、段々薄れてき

ているんじゃないかと、感謝の気持ち、あるいは感謝の念とこういう言葉使いもさ

れんじゃないかと思うんですけれども、この食育を通じて、あるいは食育の学校に

おけるやね、もちろん家庭の躾けも当然ですけれども、学校におけるこの食育を通

じた子供に対する感謝の気持ち、あるいは感謝の念をやね、植えつけるためにどう

いう指導、教え方をしておられるかと、これについてお願いします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 教育部長、出店 学君 

○教育部長(出店 学君) 食に関する感謝の心と言いますか、念ですね、そのことに対 

しまして理解を深めるための具体的な取り組みについてのお尋ねでございますが、
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子供達の食生活が自然の恩恵の上に成り立っていること、食に関わる人々の様々な

活動に支えられているということにつきまして、今ほど申し上げましたけれども、

給食の時間とか、それから学級活動、強いては理科、社会、家庭こういった教科の

中でしっかりと取り組んでいるところでございます。また、小学校、中学校におき

ます各学年の発達段階に応じて、定めました目標の基、学校の栄養教諭、それから

食生活改善推進委員、また食育ボラティアによります郷土料理とか伝承料理の教室

のほか、親子によります料理教室、それから収穫体験による、その収穫による喜び、

そういったこと、また「食育だより」の発行配布等によりまして、家庭とか地域、

そして生産者の連携を図りながら、人、物、それから自然を大切にする、こういっ

たやさしい子供達になるように育て指導をしていただいております。更に食事と健

康につきましても、その関心を持たせ食べ物の役割を理解させ、望ましい食習慣を

身に付けさせることを大切であるというふうな考えの基で、その指導目標を設定し

ております。あわら市の子供達、今日も今ほど市民福祉部長のお話にもありました

ように、「早寝、早起き、朝ごはん」というスローガンといいますか、目標に向か

いまして、いただきます、また、ご馳走様というようなことに対して大きな声で挨

拶もいたしております。現在、子供達は食べ物を大事にして、食べ物の生産者等に

関わる人達への感謝の心を大きく育んでいるところでございます。ご家庭、地域で

も更なる指導をお願いすると同時に今後ともよろしくお願いしたいというふうに

思っております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今、教育部長の方からやね、学校現場における、あるいは教育

現場におけるやね、そういう躾けの感謝の気持ちですね、そういうことをやね、指

導しておりますと、先ほども、ちょっと私言いましたように、やっぱり子供だけに

やかましく言ってもやね、正直なとこやね、やっぱり家庭の躾け、これが大事じゃ

ないかと思います。ですから、私も含めてやね、皆さんが、先ず家庭でそういうこ

とをやね、特に物、人に対する、あるいは自然に対するやね、そういう感謝の気持

ちを子供達にやね、持ってもらうと、これが、我々大人が作ってきた汚れた社会を

やね、あるいは自然を、これ一つ改善していくとこへ向かっていくんじゃないかな

と思いますので、一つ今ほど言いました、私を含めてやね、これから気持ちを新た

にしてやっていきたいなと思っております。 

それでは、二点目に入っていきます。二点目は、三位一体改革と地方財政につい

てです。 

地方の権限と責任を拡大しまして、国からの真の自立を目指す三位一体改革は小

泉純一郎元総理の号令で２００４年度からスタートしております。 

しかし、政府は構造改革の名の下に、地方交付税を改革期間の３年間で実質５兆

１千億円も削減しております。これにより多くの自治体が財政難に陥り、地域間の

格差も広がっています。 
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三位一体の意義なんですけれども、これは、もともとキリスト教の基本原理で父、

これは天帝、あるいは天の神、それから、子供、キリスト、それから聖霊が本質的

に一つであるという教えだそうでございます。日本で言いますと、これは、日本の

律令制の位では、正三位、あるいは十三位、三位と呼ばれておりました。これは、

律令制と言いますのは、大化の改新の頃なんですね。 

それでは、三位一体改革とはどういうもんかと、今更いうまでもないことなんで

すけれども、復習の意味でちょっと言うときます。 

先ず一つは、国、中央省庁ですね、国が金で自治体を縛る国庫支出金を削減する

と、それから、二つ目は、国依存体質からの脱却を目指す地方交付税を削減します

と、それから、三つ目ですけれども、国税から地方税への税源を移譲しますと、こ

ういうことになっております。 

この三位一体を同時に進めることにより、予算編成など地方財政の自由度を高め、

自治体の自立に繋げるのが本来の目的でありました。しかし、既得権益を手放した

くない省庁側、国側ですね、全国知事会が提案しました３兆２千億円の補助金削減

案を補助率のカットにすり替えております。 

さらに、国の財政再建を優先するため地方交付税と、その不足分をカバーする臨

時財政対策債の削減も断行しております。 

このため、自治体間の格差及び格差の解消をならす機能を持っておりました地方

交付税が減少したことで都市部と農村部の財政格差は、ますます拡大しております。 

仕上げとして、地方交付税として国から地方に廻る交付税は所得税、法人税、消

費税、酒税それから、たばこ税のだいたい２５％～３０％ですが国税の所得税から

地方税の個人住民税へ、３兆円の税源移譲が実施されました。しかし、補助金と交

付税の削減額の穴埋めには程遠く、焼け石に水と言われております。また、全国知

事会という言葉は地方６団体の団体名の一つで、首長の連合組織である全国知事会、

あるいは全国市長会、全国町村会の３団体、これを執行３団体と言います。それと

議長の連合組織であります、全国都道府県議長会、あるいは全国市議会議長会、そ

れから全国町村議会議長会の３団体、これを議会３団体と言いますが、これらを総

称して地方６団体と、これは、地方自治法第２６３条の３に規定されております、

全国連合組織に位置付けられております。 

そこで、市長にお尋ねします。 

先ず、一つ目なんですけれども、三位一体改革により、あわら市の財政にどのよ

うな影響が現れているのかと、それから、二つ目ですけれども、全国市長会は三位

一体改革に対してどのような取り組みをして来られたのかと。この二点について、

お尋ねしたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 市長、橋本達也君 

○市長（橋本達也君） お答えをいたします。 

三位一体の改革とは、議員ご承知のとおり、国庫補助負担金の廃止･縮減、国か
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ら地方への税源移譲、及び地方交付税の見直しの３つを、同時にバランスよく進め

る改革であったはずであります。 

しかしながら、国庫補助負担金の削減に比べ税源移譲が十分でなく、更に地方交

付税は大幅に削減されており、あわら市のように財政基盤の弱い自治体では、その

影響が大きく、厳しい財政運営を強いられております。 

また、平成１９年度からは、所得税から住民税への本格的な税源移譲が始まりま

したが、個人住民税の額が、歳入全体の中で占める割合として小さい自治体にとっ

ては、大きな恩恵を受けることは出来ません。 

三位一体改革は、地方公共団体の自主的、自立的な財政基盤を確立し、地方分権

をより進めるためのものであったにも関わらず、財政難に陥る団体が増加し、自治

体間格差、特に都市と地方の格差がますます拡大することとなりました。 

このため政府は、地方再生のための対策として、平成２０年度から地方交付税の

算定の中で、地方再生対策費を創設するに至っております。 

このようなことから、私といたしましては、国が実施してきた三位一体の改革は、

自治体間格差の拡大や、当初の趣旨である地方分権の実現という観点からも、評価

できるものではないと考えております。 

次に、三位一体改革に対する全国市長会の取り組み状況について申し上げます。 

政府が「三位一体の改革」を実施するとの方針を出したことから、全国市長会と

しては、平成１５年４月９日の「税源移譲など三位一体改革のアピール」を始め、

９回にわたりアピール宣言、緊急決議、重点要望などを行っております。 

その後、平成１６年６月４日、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２０

０４」が閣議決定され、政府から「三位一体の改革」に関連して、概ね３兆円規模

の税源移譲を行う前提として、地方公共団体が国庫補助負担金改革の具体案を取り

まとめるよう要請されました。 

それを受けて、平成１６年８月２４日には、 国庫補助負担金等に関する地方六

団体としての改革案を提出しておりますが、議員ご指摘のように、政府は、地方の

提案した１４８項目、３.２兆円の税源移譲対象の補助金削減は、約３割程度しか

実現されず他のものにすり替えられたものであります。 

これまで地方六団体が、一貫して政府に対し主張してきたことは、１点目は、所

得税から個人住民税、消費税から地方消費税への本格的税源移譲を直ちに実現する

こと。 

２点目は、住民ニーズに的確に対応した効率的な都市経営を可能とするため、国

庫補助負担金を原則廃止し、それに見合った税源移譲を確実に行うこと。 

３点目は、地方交付税について所要の改革を進めるにしても、地域間で税源が偏

在する中で一定の行政水準を確保するため、財源保障と財源調整の二つの機能を堅

持すること。の以上３点であります。 

先ほど申し上げましたように、税源移譲の実施により都市部と農村部の財政格差

が拡大していると感じておりますので、今後とも全国市長会を通じて、地方交付税
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の財源保障と財源調整機能を堅持していくよう要請していく所存であります。 

なお、あわら市の財政への具体的な影響額については、財政部長から答弁いたさ

せますのでよろしくお願いいたします。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 財政部長、長谷川賢治君 

○財政部長（長谷川賢治君） 三位一体改革によるあわら市の財政への影響額について

のご質問については、私の方からお答えいたします。 

最初に、全国規模の数値で申し上げますと、三位一体の改革によりまして、平成

１６年度から平成 １８年度の３年間で、国庫補助負担金は４兆７,０００億円、地

方交付税は５兆１,０００億円それぞれ削減される一方、国から地方自治体へは３兆

円の税源移譲が行われており、単純に差し引くと、地方自治体にとっては、総額で

６兆８,０００億円の財源が削減されたことになります。 

次に、あわら市における、具体的な数値で申し上げます。 

まず、国庫補助負担金は、平成１６年度から平成１８年度の間に、それぞれの年

度で新たに削減されたものを単純に合算すると、総額で２億６,０６２万円の削減が

あったと試算されます。 

次に、税源移譲関係でありますが、所得税から住民税への本格的な税源移譲は平

成１９年度から実施されることとなったことから、平成１６年度からの３年間は、

所得譲与税として交付され、総額では４億２,０８１万２千円となっております。 

なお、平成１９年度に実施された税源移譲による影響額は、個人市民税で約３億

３,０００万円であります。 

最後に、地方交付税について申し上げます。 

先の２項目、国庫補助負担金の削減分と税源移譲による所得譲与税の増額分が普

通交付税の算定にも加味されていることから、市に与えた影響額を正確に算出する

ことは不可能でありますが、あえて数値で表そうとした場合、地方交付税及び臨時

財政対策債の平成１８年度と平成１５年度の比較では、普通交付税は、６,６１１

万３千円の増、臨時財政対策債は、４億３,８６０万円の減、特別交付税は、１,５

３０万３千円の減であり、総額といたしましては、平成１５年度に比較し、３億８,

７７８万５千円の減となっております。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  毎回毎回、財政部長には、言うてるんですけれども、さすが財

政部長ですね、こと細かく数字で表してくれました。大変、結構なことじゃないか

とこのように私、思っております。そんな中で、今、所得譲与税、こういう言葉も

出てきましたし、それから、臨時財政対策債ですかね、こういう言葉も出てきてお

ります。所得贈与税に関しましては、これ平成１８年度ですかね、１８年度で打ち

切りになっていると、それで、臨時財政対策債ですけれども、これは、地方債を起

債するにあったてはやね、いろいろな制限が出てくるんじゃないかと思うですけれ
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ども、私、調べたところによりますと、一応、地方交付税ですね、この地方交付税

の身代わりと、こういう意味合いも含まれていますよということなんですけれども、

一つ財政部長は、その辺は専門家ですから、臨時財政対策債についてやね、一つ詳

しく、教えていただきたいと思います。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） 財政部長、長谷川賢治君 

○財政部長（長谷川賢治君） 臨時財政対策債はどのようなものか、ということについ

てお答えいたします。 

先ほど議員が述べられましたように、国税５税の一定割合が自治体の財源として

確保されまして、地方交付税として自治体に交付されております。 

 本来、基準財政需要額から基準財政収入額を差し引いた金額が、普通交付税とし

て配分されなければいけないわけですが、国税の収入が少ない場合は、当然、一定

割合ということで、当然のことながら地方交付税としての配分額も少なくなります。 

 このことが顕著に出てきましたのがバブル崩壊後でありまして、国は自治体への

地方交付税額の配分額を確保するため、国が交付税特別会計で起債、借金してです

ね、それを本来の地方交付税にプラスして地方自治体に配分をして参りました。 

 しかしながら、平成１３年度から３年間の時限立法によりまして、地方交付税額

のですね、不足分については、基準財政需要額の一部の額について、自治体が起こ

す臨時財政対策債、今現在やってます、これに振替えたわけでありまして、その後

も２回の改正が行われ今も継続されているような状況です。 

 通常、地方自治体が起債を発行できるのは、退職手当債等の一部を除きですね、

建設事業費の財源とする場合とされております。 

 しかしながら、臨時財政対策債につきましては、先ほども言いましたようにあく

までも地方交付税から振り替えられた分を発行するものでありまして、市税や地方

交付税と同じく、自治体の一般財源として使い道が限定されず、自由に使うことが

出来ます。 

 また、臨時財政対策債は通常３年据え置きの２０年償還でありまして、借り入れ

ることとし、その元利償還金の全額が後年度の基準財政需要額に算入されておりま

すので、よろしくお願いいたします。 
（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（東川継央君） １６番、穴田満雄君 

○16 番(穴田満雄君)  今ほど、財政部長の方からやね、臨時財政対策債について、こ

と細かに説明をいただきました。我々議員がね、一番何を危惧しているかといいま

すと、やっぱりこの財政状況じゃないかと、特にあわら市もやね、先ほど市長の答

弁の中にもありました。小さな自治体ではやね、やっぱりいかに財源を確保してい

くかと、これが大事じゃないかと思いますし、将来負担率等のこともやね、これか

十分考えていかないと、いろいろやね、手かせ足かせが出てきてしまうと、そうい

うことでやね、もちろん、そういうことは、市長をはじめ理事者の方々は十分に認
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識されていると思います。ですから、今、１２月も入りました。ぼちぼちとやね、

平成２１年度の予算編成にも入っていくんじゃないかと思います。ですから、そう

いうことを十分に加味したやね、あるいは考慮した一つ予算編成をやね、お願いし

まして、私の質問を終わります。 

○議長（東川継央君） 暫時休憩いたします。なお、午後１時より再開いたします。 

（午前 11時 58 分） 

 

◇丸谷浩二君 

○議長（向山信博君） 会議を再開いたします。 

                              （午後 1時 2分） 

○議長（向山信博君） 議長が所用のため欠席をいたしておりますので、私の方で議長

を務めさせていただきます。 

○議長（向山信博君） 引き続き、一般質問を行います。 通告順に従い、１２番、丸

谷浩二君の一般質問を許可します。 

（「議長」と呼ぶ者あり） 

○議長（向山信博君） １２番、丸谷浩二君 

○12 番（丸谷浩二君） 通告順に従いまして、一般質問をさせていただきたいというふ

うに思います。世界的に農業行政を見ますとバイオエネルギーの供給等の問題もあ

り、穀物の供給に対しては、非常に問題視されております。あるところでは、気象

変動の影響か、穀物の減収が叫ばれております。また、日本につきましても、輸入

の産物の農薬等が混入している事件とか、いろんな表示が違う事件とか、また事故

米等の事件等が記憶に新しく残っているところでございます。 

   また、今、世界ＧＡＴウルグアイラウンドでは、そういった産物の輸出入に関す

る非常に重要な協議が進行していると、いうふうに聞いておりますし、そういった

内容の記事が農業新聞等を通じて刻々入ってきております。日本にとりましては、

非常に厳しいなというような認識を持っておるのは私一人ではないんではないか

なというふうに思っています。また、当あわら市におきましては、国の施策に則り、

いち早くそういった状況に対応するために生産組織や農業法人、または大規模な認

定農業者を育てながら指示、指導しながらそれに対応すべく、尽力をなされてきた

なというふうな認識をもっておりますが、今先ほど言いました、ウルグアイラウン

ドの決着次第では、そういった方々のこれからの経営や運営等にも大きな懸念が生

じてくるんだなということを思っているところでございまして、そういった方々が、

仮に厳しい環境に立たされますと、当あわら市の農業の根幹にも係ってくるんじゃ

ないかなと、本当に先行きの見えない気持ちを持っているところでございます。 

   では、本題に入っていきたいというふうに思います。私も農業者の一人として、

思ったことでありますけれども、今でも忘れることができません。喜びの収穫がも

う目の前に迫った水田をみますと赤茶けた無残な稲穂に変わっていると、いうのを

見た時に本当ににがにがしい思いをしたことについては、本当に忘れることができ




